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中国の農村から，政治と経済を一体化させ工農商業等を総合的に営んでいた

人民公社が姿を消してから２０年余の歳月が流れた。この間，中国農村・農業を

取り巻く環境は大きく変わった。改革開放の進展は，農村地域にも多大な影響

を与えている。

改革開放によって外資が大量に流入したことは，中国の持続的な高度成長に

そのままつながっている。外資の直接・間接投資が著しい沿海部では，進出し

た外資に関連する都市・農村の産業が繁栄し，成長率をあとおしするとともに，

大量の雇用を提供している。沿海部の外資関連産業には，内陸部から新規学卒

者が毎年のように，職を求めて移動するようになった。

農村内部の変化も著しい。人民公社に体現された集団経営に代わって，家庭

経営が主流となった。農家は法的な土地所有権を持たないものの，土地請負権

を認められ，事実上の土地所有者になりつつある。すべての農業者に食糧等の

現物納付を義務づけていた農業税制度はその形を変えることになった。作付の

権利が農家に移行すると，経営主体である農家がより収益の高い作物の生産へ

と移行し，市場で食糧を購入して納税することを始めたからである。１９８０年代

半ば，農業税は金納制に変わった。それは農作物の作付構成をさらに変化させ

た。それまでの「糧棉（綿）」中心から，「換金」作物への転換が大規模に進む

ようになったのである。農作物による所得よりもはるかに高収益が期待できる

場合は，土地それ自体が工場用地になったり，高速道路の建設に供された。

人民公社時代，農村経済は食糧・綿花を中心に基本的に現物経済で回転して
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いた。化学肥料がまだ高価で入手が難しかったときは，各農家が自製した有機

肥料が用いられ，その価値は一日当りの労働の評価である「工分」に換算され

て人民公社の帳簿に記録された。農家は労働に基づく「工分」に応じて食糧や

他の食料品の配分を受け，わずかの現金収入を自留地等で得ていた。

投入される生産財に必要な貨幣は金額的にも限られていたし，人民公社が都

市経済とのかかわりで必要な分を調達していた。今日，農業税が金納制に変わっ

たのと軌を一にして，貨幣経済が農村全体にそして各農家に至るまで浸透して

いる。かつて，農村の経済は食糧生産の実績や消費物資の数量でその規模と内

実が説明されていた。今は違って，すべての統計指標が貨幣計算で示されるよ

うになった。市場経済への移行とは，単に計画経済からの転換というのではな

く，農村では自然経済から貨幣経済への転換という経過をたどったものになっ

ている。

だとすれば，中国農村に生じた変化をその経過にそくして緻密に検証できる

時期がきたと判断しなければならない。一国的な閉鎖経済の時代は，中国の経

済を中央政府の諸政策と動向に照らして検討し，末端の政治と経済は人民公社

に体現される集団の動向を追うという形で，ある意味では事足りていた。今，

末端の経済主体は個々の農家であり，その数は億を超える。それら個々の農家

を取り巻く環境，制度に生じた重大な変化を把握することなしにこの国の経済

の全体を理解することはできない。

かつて閉ざされていた時代は経済に関する情報も閉ざされていた時代であっ

た。WTOに加盟して以後の情報公開の拡がりは目を見張るものがある。本稿

はできるだけそれらを利用して，数億の農家・農民からなる中国農村の現下の

動向を概観し，農村を総体としての中国経済全体に位置づけるための考察であ

る。

１．農村の空白

中国の沿海地方は経済的に豊かである。外国資本が流入し，都市は近代化さ

れ，農民の所得は向上している。表１は２００２年の各一級行政区の外資導入状況

中国村庄の政治と経済（１）－１２６－

と年末の登記済み外資額を示したものである。北京，天津，河北，遼寧，上海，

江蘇，浙江，福建，山東，広東の１０省市は２００２年の全中国の外資導入額の８５．２２

％を占めているし，累積登記額においても８３．６２％を占めているのである。表

表１ 中国一級行政区の外資導入状況（２００２年）

外資直接投資額
（１万米ドル）①

全国に占める
割合（％）

項 目 数
（件）②

企 業 数（戸）
（年未登記済）③

年未登記額
（１万米ドル）④

北 京 １７２，４６４ ３．２７ １，３７０ ９，１７２ １，７８９，１５３
天 津 １５８，１９５ ３．００ ８４７ ９，０２０ １，６０１，８４９
河 北 ７８，２７１ １．４８ ４７７ ３，３９６ ５３９，１３５
山 西 ２１，１６４ ０．４０ ７３ ７７３ １７２，７２９
内モンゴル １７，７０１ ０．３４ ８６ ８０５ ９４，９９６
遼 寧 ３４１，１６８ ６．４７ ２，１４７ １３，６４２ ２，７９５，６２１
吉 林 ２４，４６８ ０．４６ ３４５ ２，５４１ ３３９，６４６
黒 龍 江 ３５，５１１ ０．６７ １９７ ２，０６７ ２５３，９１７
上 海 ４２７，２２９ ８．１０ ３，０１２ ２０，９６３ ５，１６３，３３３
江 蘇 １，０１８，９６０ １９．３２ ５，８１９ ２２，９９１ ４，９５５，０５５
浙 江 ３０７，６１０ ５．８３ ３，３８０ １２，１１１ １，６２８，０７０
安 徽 ３８，３７５ ０．７３ ３３９ １，９１４ ３６９，３７６
福 建 ３８３，８３７ ７．２８ １，８２６ １５，５６３ ２，８６８，７９９
江 西 １０８，１９７ ２．０５ ５９２ ２，４７８ ３５６，８５１
山 東 ４７３，４０４ ８．９８ ４，０７９ １４，７４１ １，８２２，７６０
河 南 ４０，４６３ ０．７７ ２８７ ２，４３７ ４３５，１９９
湖 北 １４２，６６５ ２．７０ ４８４ ３，７０５ ５６０，７４０
湖 南 ９０，０２２ １．７１ ４１３ ２，１５２ ３３３，３２９
広 東 １，１３３，４００ ２１．４９ ６，８０５ ４９，８７５ １０，４５３，２７９
広 西 ４１，７２６ ０．７９ ２７９ ２，５０９ ４１２，１３５
海 南 ５１，１９６ ０．９７ ２３５ ２，２５１ ３７４，４５５
重 慶 １９，５７６ ０．３７ １４８ １，３８８ ２５２，８０６
四 川 ５５，５８３ １．０５ ３４２ ３，９１３ ４５１，０２７
貴 州 ３，８２１ ０．０７ ５５ ６３９ ８１，５５４
雲 南 １１，１６９ ０．２１ １５０ １，６１９ ２２２，７８３
チ ベ ッ ト ５ ９４ １２，５３４
陜 西 ３６，００５ ０．６８ ２０３ ２，９９３ ４１２，３２９
甘 粛 ６，１２１ ０．１２ ５１ ６９４ ８２，４３３
青 海 ４，７２６ ０．０９ ３１ １４０ ２４，５８８
寧 夏 ２，２００ ０．０４ ２５ ４５４ ６０，２３０
新 疆 １，８９９ ０．０４ ６５ ３３８ ４１，８９７

全 国※ ５，２７４，２８６ １００ ３４，１７１ ２０８，０５６ ４０，１９９，９８５

出所：①『中国統計年鑑２００３』中国統計出版社，２００３年９月，北京，６７５頁。
②『中国統計摘要２００３』中国統計出版社，２００３年６月，北京，１６９頁。
③，④『中国統計年鑑２００３』６７８頁。

注※ 全国には，省市に属さない部門管轄の数値が加わる。
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２に見られるように，所得等にかかわる各項目で上位１０位に入るところは概ね

この沿海地域である。農村の所得も高い。この１０省市は北京から広州を通過し

て香港に至る鉄道線の京広線以東にあるか，あるいはそれを跨いでおり，首都

北京を除いて，すべて海に面している。逆にこの京広線以西，そして遼寧を除

く東北二省を合わせた地域には，８９％の国土を占め，６４％の人が住む広大な中

西部が拡がり，その開発を待っている1。全中国８０００万の貧困人口中，７０００万

人が京広線以西に住む2。沿海部農村地帯は，外貨の恩恵に浴し，また種々の

優遇措置をうけて，関連する農村工業が発達しているところが多い3。

その豊かな農村地帯に属する浙江省瑞安市紅光鎮先峰村からの一つの報告が

ある4。現在，中国の農村には，その末端に，党組織とは別に，行政を担う組

織として村民委員会があるが，先峰村の政治・経済方針を決定する党と村民委

員会の連合会議に３００人の会員からなる「老人運輸隊」という自発的組織と８０

名ほどで構成される村の「老人協会」の代表が欠かさず出席しているという。

このことは，かつての共産党の一元的支配が変わりつつあることを示すひとつ

の例である。

先峰村は農家数４５６戸，２０１１人の常住人口からなる小村である。村は１９８０年

から，外部の企業の進出に対応して，９００畝あった耕地のうち，４００畝をこれら

の企業に提供した。耕地の収用費用が村の財政を潤し，村は富裕になったとい

う。反面，多くの農民が土地を「失なった」。この土地収用による収入が中国

農村の財政に巨大な影響を与えていること，所有権のない土地がそれ自体資産

として事実上の流動を始めたことは現下の中国農村のあまりにも重いテーマで

あるが，ここでは触れない。

先峰村で土地を「失い」，働き口を失った農民によって自発的に結成された

のが，「老人運輸隊」である。この「運輸隊」は，企業や家計を対象にした運

輸業である。４０歳以上の者が加入資格を持ち，加入希望者は加入時に３００元を

納付し，月々「工分」による報酬を受け取り，７０歳で定年となる。定年後は毎

月１００元の生活補助金を受けるという決まりである。党や行政を担う村民委員

会とは何の関係もない。ただし，毎年総収入の１％を村の財政に納付している。

注目すべきは，その報酬支払方法であって，労働に応じた配分を人民公社時代
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表２ 各地方の１人当り GDPと１人当り収入

①
１人 当 り
GDP

（元）

順

位

②
都市民１人当り
総収入

（元）

順

位

③
都市民１人当り
可処分所得

（元）

順

位

④
農村１人当り
純収入

（元）

順

位

⑤
③
④
（比）

北 京 ２８４４９ ２ １３２５１．８４ ２ １２４６３．９２ ２ ５３９８．４８ ２ ２．３１
天 津 ２２３８０ ３ ９８３８．５６ ６ ９３３７．５６ ５ ４２７８．７１ ４ ２．１８
河 北 ９１１５ １１ ７０１５．２０１７ ６６７９．６８１７ ２６８５．１６１０ ２．４９
山 西※ ６１４６ ２１ ６５２８．４８２１ ６２３４．３６２４ ２１４９．８２１８ ２．９０
内モンゴル※ ７２４１ １６ ６３４１．２８２８ ６０５１．００２９ ２０８６．０２２２ ２．９０
遼 寧 １２９８６ ８ ６９４１．４０１９ ６５２４．５２１９ ２７５１．３４ ９ ２．３７
吉 林 ８３３４ １３ ６５２２．６０２３ ６２６０．１６２２ ２３００．９９１５ ２．７２
黒 龍 江 １０１８４ １０ ６３３３．７２３０ ６１００．５６２７ ２４０５．２４１３ ２．５４
上 海 ４０６４６ １ １４３９５．８０ １ １３２４９．８０ １ ６２２３．５５ １ ２．１３
江 蘇 １４３９１ ６ ⑥８７３８．５２ ７ ⑦８１７７．６４ ７ ⑧３９７９．７９ ５ ２．０５
浙 江 １６８３８ ４ １２６８２．４４ ３ １１７１５．６０ ３ ４９４０．３６ ３ ２．３７
安 徽※ ５８１７ ２４ ６３３４．５６２９ ６０３２．４０３０ ２１１７．５６１９ ２．８５
福 建 １３４９７ ７ ９８６１．４８ ５ ９１８９．３６ ６ ３５３８．８３ ７ ２．６０
江 西※ ５８２９ ２３ ６５２１．２８２４ ６３３５．６４２０ ２３０６．４５１６ ２．７５
山 東 １１６４５ ９ ８１５８．０８ ９ ７６１４．３６ ９ ２９４７．６５ ８ ２．５８
河 南※ ６４３６ １８ ６５１５．５２２５ ６２４５．４０２３ ２２１５．７４１７ ２．８２
湖 北 ８３１９ １４ ７１４２．１６１６ ６７８８．５２１６ ２４４４．０６１１ ２．７８
湖 南※ ６５６５ １７ ７３７１．８４１４ ６９５８．５６１３ ２３９７．９２１４ ２．９０
広 東 １５０３０ ５ １１９６０．８８ ４ １１１３７．２０ ４ ３９１１．９０ ６ ２．８５
広 西※ ５０９９ ２９ ７７５６．９２１０ ７３１５．３２１０ ２０１２．６０２３ ３．６３
海 南 ７８０３ １５ ７１７４．２０１５ ６８２２．７２１５ ２４２３．２０１２ ２．８２
重 慶※ ６３４７ ２０ ７６６３．３２１２ ７２３８．０４１２ ２０９７．５８２１ ３．４５
四 川※ ５７６６ ２６ ６９８８．５６１８ ６６１０．８０１８ ２１０７．６４２０ ３．１４
貴 州※ ３１５３ ３１ ６１０７．２８３１ ５９４４．０８３１ １４８９．９１３０ ３．９９
雲 南※ ５１７９ ２８ ７６９０．２０１１ ７２４０．５６１１ １６０８．６４２７ ４．５０
チ ベ ッ ト※ ６０９３ ２２ ８６２６．９２ ８ ８０７９．１２ ８ １４６２．２７３１ ５．５３
陜 西※ ５５２３ ２７ ６７４７．００２０ ６３３０．８４２１ １５９６．２５２８ ３．９７
甘 粛※ ４４９３ ３０ ６５２４．２８２２ ６１５１．４４２６ １５９０．３０２９ ３．８７
青 海※ ６４２６ １９ ６４９９．３２２６ ６１７０．５２２５ １６６８．９４２６ ３．７０
寧 夏※ ５８０４ ２５ ６４０９．４４２７ ６０６７．４４２８ １９１７．３６２４ ３．１６
新 疆 ８３８２ １２ ７４５２．６０１３ ６８９９．６４１４ １８６３．２６２５ ３．７０

全 国 ⑨８１８４ ８１７７．４０ ７７０２．８０ ２４７５．６３ ３．１１

出所：①『中国統計年鑑２００３』６５頁。
②同３５５頁。 ③同。 ④同３６８頁。
⑤『中国農村統計年鑑２００３』中国統計出版社，２００３年１０月，北京，２３頁。
⑥『江蘇統計年鑑２００３』中国統計出版社，２００３年６月，北京，１２１頁によれば，８７３８．５７元とあ
る。

⑦同上，８１７７．６７元。
⑧同１３２頁によれば３９９５．６元である。
⑨『中国統計年鑑２００３』５５頁。

注：表中※印を付した行政区は①の１人当り GDPが②の１人当り総収入よりも少ない地域である。
逆に無印の行政区は①が②を上回っている。これは無印の地区から※を付した地区へ経済価値が
移転していることを示している。所得配分機構が作用している。
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の「工分」制を復活させて実施していることである。また，改革開放に伴って，

本来，「国」や「公的機関」が担うことになるべきであった「失業対策」や「養

老年金」事業をこの共済組合的な自発的組織が先取り的に実施していることで

ある。市場経済下の中国農村に「小さな人民公社」が部分的に復活したかの感

さえある。

２０１１人の居民のうち３００人を組織している「老人運輸隊」は，村の権威であ

る党や村民委員会といえども無視できない存在である。先峰村に展開している

各企業の運輸への需要が伸びるという見通しもあって，「運輸隊」の以後の事

業展開にかかわる方針や，それにかかわる必要な社会資本整備などは，彼ら抜

きでは決められないのである。こうして「運輸隊」は，先峰村で市民権を得た。

これと似たものに，「消防隊」がある。末端の消防機関は一般に村の二級上

の県か市に置かれていて，郷鎮以下には常設されていない。この村では西暦２０００

年に工場火災によって大きな被害を出した経験をもとに，村内の各種集団，企

業，個人が出資して独自の「消防隊」を作り上げた。全くの独立した存在であっ

て，村からも党からも干渉されない。

こうした新しい主体が登場したということは，それは村に共産党や村民委員

会という権威の及ばない「空白」の領域が生じたことを意味する。網の目のよ

うに組織が張り巡らされていた共産党の磐石の体制に幾ばくかの隙間が生れ始

めた。

もう一つの「老人協会」は，男子６５歳以上，女子６０歳以上の人達で組織され

ており，その発言力は大きい。現在の中国農村の村民委員会には幹部の若年化

という特徴がある。先峰村の数字は得られていないが，河南省劉村のデータを

利用する5。１９９９年に行われた調査で，当該村の村民委員会主任は３２歳の男性

であることがわかったが，その就任年は１９９０年である。だから，就任時は２３歳

であったことになる。８人いる村民委員会委員の平均年齢は３４．５歳，最高齢者

は４４歳の女性で，村委員の中で唯一の党員である。党支部の委員は３人いて，

その平均年齢はこの女性を含めて５１．３歳である。江蘇省江寧県（現在の江寧区）

古泉村の場合，村民委員会主任は１９６０年生れ，工業経理は１９６３年生れ，会計は

１９６６年生れと，全部で７人の村委員のうち６名が１９６０年代生れである。最年少

中国村庄の政治と経済（１）－１３０－

は１９６９年生れである。ただ一人，１９４９年生れの５０歳代の委員の担当が農業経理

である6。経済の発達が遅れた地域では，幹部の年齢構成はこれよりも高い傾

向にある。１２の村を対象にしたある調査では，党と村民委員会を一くくりにし

ているため，正確度は劣るが，４分の１が５０歳代，半分が４０～５０歳，３０台の幹

部は２２．２％という結果が報告されている。そしてこの調査報告書はその結果を

ふまえて幹部の若返りの必要を強調している7。

幹部の年齢構成にかかわらせて，再び，河南省劉村のデータを参照する。こ

の村は，５７５３人の人口を持つ。そこでの党員数は１０４名である。２％に満たな

い。党員のうち，４６歳以上が７２人，４６歳以下が３２人である8。１９７６年１０月以前

の入党者が７９人，それ以後に入党した人が３分の１以下の２５人である。新中国

成立（１９４９年１０月１日）から１９７６年１０月までは２７年間，１９７６年からこの調査が

行われた１９９９年までは２３年間である9。１９７６年は「文化大革命」の終息が宣言

された年でもある。さらに，陜西省柳林県孟門鎮塔上村からは，党員１０名中，

７名が６０歳以上であるとの報告がなされている10。明らかに党そのものの高齢

化が進んでいる。

高齢化した党は，非党員を含む有能な若年層を村民委員会の幹部として登用

し，ある種の村の社会空間における世代間の役割分担に進まざるを得なかっ

た11。

先峰村の「老人協会」には，かつて党や人民公社で幹部として活躍した人が

多く，若年化した村民委員会に，今なおその経験に支えられた発言力を行使し

ようとする動機がはたらいたとしても不思議ではない。「改革・開放による社

会の変化と『一人っ子政策』は伝統的な家庭養老制を解体した12」。人民公社

がその内部に保持していたさまざまな社会福祉制度もその公社の解体とともに

互解した。養老年金制度を含めた社会保障制度の確立が「公」的な機関に課せ

られた課題だとすれば，高齢者の発言力は大きい。特に若年層によって村民委

員会が構成された場合，その発言力は相当に重いはずである。若い村民委員会

幹部の経験の「空白」を彼らが埋めることになる13。

社会保障制度に関係して農村合作医療制度にも触れておく。人民公社のもと

で始まった合作医療制度は，１９８０年代までは各地の農村で基本的に維持されて
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いた。合作医療制度とは，一人年間１～６元を払い込んで，人民公社内あるい

は村内の診療所で初診時に１元を納入する以外は薬品等の原価（卸値）だけを

支払うという制度である。人民公社工業や後の村営企業が健全な経営を続けて

いたところでは，これらの企業の収益の一部が「公益金」という形でプールさ

れ，薬価や医師の報酬に充当されていた。江蘇省錫山市張 鎮曹庄村では，人

民公社解体後もこの制度を発展させ，１９９７年には一人２５元を徴収，一回当りの

診療代を３元まで補填し，超過分を自己負担とした。村内で扱えない病気の場

合は，都市の大規模な病院での治療となるが，その費用に関しても後日に補填

する制度を作り上げた14。この場合は，農村合作医療制度が比較的うまく機能

してきた例である。

だが，多くの村では，１９９０年代に入って，主に薬価の引き上げにより，この

制度がたちゆかなくなった。赤字経営に陥ったのである。同じ錫山市の華庄鎮

太湖村は掛け金を２０元にまで引き上げたが，破綻した15。同じく大浮郷 塘村

も１９９２年に赤字経営に陥り，累積赤字は１９９７年には７万元にまで達し，制度を

廃止した16。農民は医療費を全額自己負担するようになった。医療費補填制度

に生じた「隙間」を埋めることに成功したのは，今のところ，高い収益をほこ

り，企業内医療を擁する有力な一部の企業と，村全体を統括する勢力として台

頭してきた一部の企業集団だけである。制度の破綻によって生じた「診療所」

や医師の「空白」は，河北省保定市望亭郷固上村でのように個人医師の開業に

よって埋め合わせる例が少しずつ増えてきた17。

再び，先峰村に戻る。この村には，さらに１００人ほどのキリスト教徒がいて，

宗教活動の自由を求め，勢力の拠点を形成しようとする動きが高まっていると

いう18。他の村からは，宗族の復活ともとれる動きが報告されている19。

かつての人民公社時代には農村の面としての領域も社会の各位相も共産党の

施政と重なり合っていた。今日，共産党や村民委員会の「公」的な権威は，そ

れらと重なり合わない部分の出現に直面している。重なり合わない部分とは，

ここに挙げた「老人協会」のような「準公的」な存在，「老人運輸隊」や「消

防隊」にみられる「非公的」な存在，そして宗教集団のような「非正当」な存

在である。これに「私的」な資本集団や独立した起業家が加わってきた。潘嘉
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らは，その著書で，農村の郷鎮基層組織には「正式組織」と「非正式組織」

があると述べ，前者の例として，政治組織（郷鎮党政府機関，公安派出所，法

廷），村民自治組織，郷鎮企業組織，事業組織（学校など），大衆団体組織（大

衆文化体育協会など）を挙げ，後者の非正式組織に宗教，宗族，宗祠理事会，

及び法律で否定的評価を受けた団体を挙げている20。

中国の街を歩くと「風険」という耳慣れない言葉がよく使われていることに

気づく。「リスク」のことである。１９９０年代に入って，農村企業のいくつかは

経営に行き詰まった21。「不景気」が押し寄せたからだとされる。人民公社や

計画経済時代に想像もしなかった市場経済の厳しい風が農村経済にも押し寄せ

た。１９８０年代に「連産承包制」のもとで生産意欲を高め，穀物をはじめとする

多様な農産物の増産に成功して高収入を得た農家は，やがて一部の穀物に最低

価格補償制度があったものの，農産物市場価格の乱高下という経験をする。「増

産しても増収しない」局面があらわれ22，増産した農作物は二束三文で買い叩

かれるか，あるいは腐敗し廃棄を余儀なくされた。外国の商社や企業と契約を

結んで，委託生産を行っていた農家は，海外の経済情勢の変動を直接に受ける

ことになった。これが農民の間における「風険」である。経営権と収益権も農

家に帰するという連産承包制の導入は「リスク」も農家に負わせることに他な

らなかった。

村の幹部と農民の利益は一部で衝突し始めたと言われている。村幹部の主要

な職能は，もはや農業生産を管理することではなく，「国家を代表して農民に

対する管理権を行使し，政策を執行し，各種の税金や費用を徴収することになっ

た」とまで言われるようになった。幹部の中には，一面的に政治的業績を追求

し，実態にそぐわない大がかりな土木工事を行い，農民に負担を強いる者も，

また個人的な金銭，物質的利益に走る腐敗行為を行う者まで登場するように

なった24。農民の側から見れば，村は「国家装置を動員してまで，農民から税

や諸費用を取り立てる存在になった」25のである。加えて，それまで村が提供

していた，例えば出稼ぎの紹介斡旋，農産物の販売情報，子弟の教育の便宜，

雇用・軍への入隊斡旋などのサービスはもはや得られなくなったも同然という。

「風険」による損害・損失にも一部で村ごとに「風険対策基金」ができたとい
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うものの，この面で村幹部に何かを期待するのは非現実的である。かつて，管

轄下の中学校の新規学卒者の就職はすべて村が斡旋していたが，今はその制度

はない26。職業選択の自由が保障されたからだともいうが，それは解釈の領域

に属することである。幹部と農民の間に「隙間」ができている。この「隙間」

を埋めるのは，時によっては家族であり，血縁・宗族であり，あるいは郷鎮の

企業や村の「建設隊」などの「非政府」的な性格をもった存在なのである27。

幹部と大衆の間の衝突は，後に触れる農民負担ともからんで，時として暴力

を伴ったものになる。１９９２年に２１３号国道をめぐって，四川省で起きた仁寿事

件は，改革・開放以来最大の農民反乱事件として内外に広く知られている28。
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最初の権威ある調査である。
武力（人名）執筆の「前文」では各村に共通した調査項目として次の9つのテーマ

が記されている。
1. 自然地理と人口状況
2. 当該村の歴史沿革
3. 経済発展史，特に改革開放以来の歴史
4. 産業機構，所有制機構と各種状況（転外出人口と転外入人口の就業状況）
5. 基礎施設，公共施設，建築規格（電気・水道・道路・ごみ処理）
6. 集団資産と村財務状況（集団資産の経営管理，村集団の収入，支出，監督
など）

7. 居民生活水準，収支状況（収入源，各種税費用負担，投資状況，生活消費
構造など）

8. 居民文化教育，医療衛生，社会保障，治安情況
9. 総合評価と展望

15 同上，70頁。
16 同上，335頁。
17 同上，559頁。
18 羅興佐，前掲論文，295頁。
19 特に農村で私有制企業をおこした場合，そこでの役員や従業員に同族的な採用人
事が見られることや，資本金の出資が宗族のネットワークを利用して行われている
ことが報告されている（彭玉生，折暁葉，陳嬰嬰「中国郷村的宗族網路，工業化與
制度選択」黄宗智主編『中国庄村研究（第一揖）』商務印書館，2003年9月，北京，260
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頁）。
20 潘嘉 ，周腎日『村民自治與行政権的冲突』中国人民大学出版社，2004年4月，北
京，9頁。

21 葛志華『WTO與中国当代農民』江蘇人民出版社，2001年9月，南京，170頁によれ
ば，1984年から1988年までが，郷鎮企業の黄金期であったとされる。

22 湖北省の例では，1978年から97年の12年間の農産物国家買い入れ価格は次のよう
に変化していた。

米，100斤当り，9.5元が72元
油菜，100斤当り，28元が120元
綿，1担当り，115元が700元

1998年に国家は市場動静によって，購入価格を大幅に調整（引下げ）している。
米は72元から33～56元へと下がり，平均販売価格は45元に，綿は700元から300～500
元へと下がって，平均販売価格は400元ほどになった。荊州市の407万人の農業請負
人口は，24億元の減収となったという。1990年代の農産物市場価格の低迷がうかが
える（楊涛「湖北省耕地抛荒，土地流転情況的調査與思考」『中国農村研究』，2001
年，216頁，218頁）。

23 周大鳴，劉華芹「農村的権力分化與整合 以招遠市明村華村為例」『社会学』文摘
，中国人民大学書報資料中心出版，2004，1，15頁（原載は，『学術論壇』南寧，2003，

5，132～137頁）。
24 国鳳『農村税賦與農民負担』経済日報出版社，2003年4月，北京，64～65頁。
25 周大鳴，劉華芹，前掲論文，15頁。
26 中国社会科学院「無保」調査課題組，前掲書，350頁。前進村の例である。
27 趙秀玲「当前中国村民自治的難題及其空破」，『社会学』，2004年3号によれば，「農
村の宗族は，社会攻撃の一面をもちながら，社会和の一面を具有している（51頁）」
し，「国民経済の中で，個体企業と私営企業は家族企業を主としてい」て，「彼らは
家族投資を主体とし，血縁関係を紐帯として家族式管理を主要な特性としている」
のであって，村民委員会の存在とは相対的に距離をおきながら経済活動をまとめて
いる。経済的相互扶助機能が，農業生産上にも現れ，農民家庭と親族（血縁・婚姻）
家庭の協力が強化されている（52頁）。

28 潘維『農民與市場 中国基層政権與郷鎮企業』商務印書館，2003年1月，北京，104
～114頁。

２．農村の権威における変化

今日，中国の「村」には「村民委員会」という組織がある。郷・鎮29に置か

れた人民政府が中国の行政体系の末端機構であるとすれば，「村民委員会」は

最末端の組織である。かつて，人民公社－生産大隊－生産隊の三級の所有組織

があった時代の生産大隊に該当する。平均的には２５００人から５～６０００人の規模

を持っている。政治と経済，政治（党）と行政を分離する目的で人民公社が解

体された後，人民公社のレベル（約３万人）には行政組織としての郷ないし鎮
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の人民政府ができ，経済を統括する工農商総公司ないし実業公司が置かれた30。

それに伴って，人民政府の一級下位に村民委員会が組織されたのである。この

村民委員会の下には，かつて基本的な生産組織であり，また分配の単位であっ

た生産隊に該当する「自然村」が数にして１０から１７～８程度存在する。この「自

然村」に対応して，村民委員会はしばしば「行政村」とよばれることがある31。

１９８２年に改正された『中華人民共和国憲法』（以下，改正年を付した『８２年

憲法』等の略称を用いる）は，その１１１条で，この村民委員会を「大衆的な自

治組織」と位置づけ32，その主任，副主任及び委員等を住民の直接選挙によっ

て選ぶものとし，現行の『２００４年憲法』もその規定をそのまま踏襲している33。

しかし，憲法と１９８８年に制定された『中華人民共和国村民委員会組織法』（以

下『村民委員会組織法』と略記）の規定34にもかかわらず，村民委員会の中国

政治における位置づけは二つの意味で曖昧である。政治と行政を分離するとい

う目的で設置された村民委員会と執政党である共産党支部との関係が明確でな

いこと，また，はたして憲法のいう「自治組織」なのか，あるいは中国の国家

機構の一部を最末端において担う「行政組織」なのかが明確でないからである。

とりわけ後者に関しては，村民委員会と一級上の郷や鎮の人民政府，あるいは

さらに一級上位の県人民政府との間の業務権限の分担，財政権限の分担等がほ

とんど明らかになっていないからである。

郷や鎮の機構は，党，人民政府，工農商総公司の「三本立て」が建前となっ

ている。それに対して，村は一部に同じように三分割されている場合もあるが，

あくまで「二本立て」を中心としている。共産党の支部があって，正副の書記

が一人ずついる。正書記は生産大隊時には絶大な権力を持っていた。彼らは，

上級の党組織から指名され，党員会議で選出される35。共産党は党としての独

自の財政を持たないから，彼らの給与は一部上級の補助があるものの，村民委

員会の財政から支給される。事務経費や交際費なども，実際は党が使ったもの

でも，村民委員会の支出として処理される。この点で両者は一体であり，不可

分の関係にある36。

以前の党は農村の生産活動の管理，農民の生活向上，社会秩序の維持など，

すべての領域にわたって全責任を負っていた。連産承包制の導入以後，すなわ
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ち計画経済から市場経済への移行後，経営主体は農家に移行し，経営責任も農

家に属するようになると党が農業生産の管理において，直接担っていた役割が

小さくなったことは前述の通りである。加えて，これも前述の通り，党員の高

齢化が進行し，党独自の会議が著しく減少したこと，それを補う村民委員会と

の連合会議（党の側からいえば「拡大会議」）が増えたこと等が最近の一般的

傾向である。先の先峰村の「老人運輸隊」や「老人協会」の代表が参加する会

議がこの連合会議である。党が農業生産や農村社会に影響力を行使しているな

らば，形の上では，この村民委員会との連合会議を通じてである。その「権威」

は間接的に維持されることになった。

他方，農民の民主的な選挙によって選ばれるのが村民委員会の幹部であって，

正副の主任，会計や婦女連の主任，民兵の練隊長などがいる。彼らの給与も一

部が上級から補填されることがあるが，基本的には村民から「集めた資金」に

よって支払われる37。財政的に逼迫している村が多く，彼らへの給与支払いが

遅延している例は多々報告されている。中には驚くほど富裕で，潤沢な資金を

持つ村も稀にあるが，それらは例外的であって，大部分の村の財政は苦しい。

村民委員会の幹部には上級の郷や鎮さらには県の役職を兼ねている人もいて，

その場合，たいていは上級からの給料で生活をしているが，村と上級の双方か

ら給料を支給されている人もいる。そのどちらかを返上したり，受け取りを辞

退したという例はまだ聞いていない。

村民委員会の幹部の選挙は多様な方法でなされている。だが，十分に成熟し

た選挙にはまだ程とおい38。『村民委員会組織法』第１４条は，複数候補者制を

原則としているが，単数候補で信任投票の形をとっていることもある39。上級

の党機関や郷鎮政府の強い意向で候補者が指名されることもあるし，推薦する

候補者名簿を党の支部が作成するケースもある。これらの場合，党と村の一体

性あるいは郷鎮と村の上下関係が保持されている。中には昔の生産隊にあたる

村民小組からの推薦で候補者名簿を作っている村もある。その場合にも党の意

向が作用している。法律上は村民の選挙の結果は尊重されることになっている。

だから，当然，落選する候補者がでることになる。しかし，村民投票で選出さ

れた人物が，上級の郷鎮政府によってその当選を無効とされるケースがしばし
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ば出ている。こういうことを避けようとする意思がはたらいたとき，党や郷鎮

政府は選挙に混乱が生じないように周到な候補者の「事前調整」を行う。

選挙の実施前には党や村の幹部は各村民小組，民兵，青年団，婦人連盟，退

役軍人組織，老人協会などの大衆組織への働きかけを強め，高い投票率の実現

に努める。実際の選挙は固定投票制で行われている。秘密投票所の設立が義務

づけられ，村の中心地の建物や村民委員会の事務所などに投票所が設置され，

有権者が出向いて投票する。だが，他方で，移動投票制というのもあって，投

票日当日，党と村の幹部が投票箱を抱えて，村の一軒一軒を回って，投票を要

求する方法をとっているところもある40。１９９８年に湖南省で行われた選挙のサ

ンプル調査の結果では，９４％以上の投票率が確認されている41。

共産党支配下の農村では，これまで党と行政の間は，原理的に異なる二つの

制度を経験してきた。一つは「文化大革命」以前の「党委員会指導下の責任制」

で，個々の行政府の専門機関がおのおのの職務に責任を負い，それを党が指導

するというもの，第二は，「文化大革命」時の「党の一元的指導体制」で，俗

にいう「素人が専門家を指導する」という「革命委員会」方式である42。前者

の「党委員会指導下の責任制」では，党書記が「党と政治」の全般に責任を負

い，副書記の一人が郷鎮の長や人民公社の主任（最高責任者）を担
�

当
�

していた。

後者の「党の一元的指導体制」の下では，党書記が人民公社の主任を兼職し，

副書記が公社の副主任を兼任するという方式をとっていた。どちらの場合も

「No.1」は党書記であり，党副書記は「No.2」であった。党の副書記が郷鎮の

長や人民公社の主任を努めたとき，長や主任は，あくまで「No.2」でしかなかっ

た。

度々引用する『村民委員会組織法』には，村民委員会が党の指導を受けると

いう明確かつ具体的な叙述はどこにもない。党に関しては，第三条に規定がお

かれているだけである。

「第三条，中国共産党は農村の基層組織である。中国共産党の章程に照らし

て工作を行い，領導核心の作用を発揮する。憲法と法律に照らして，村民の自

治活動の展開，民主的権利の直接的行使を支持し保障する。」43

また，『中国共産党農村基層組織工作条例』の第９条には，村党支部の職責
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として６項目が規定されているが，村民委員会との関連部分を引用列挙する。

「第２項 本村経済建設と社会発展における重
�

要
�

問
�

題
�

を討論し，決定する。

村民委員会，村民会議あるいは集団経済組織によって決定される事がらは，

村民委員会，村民会議あるいは集団経済組織によって，法律と関連する規定

に照らして決定を行う。

第３項，村級の民主選挙，改革の民主的決定，民主的管理，民主的監督を

領導，推進し，村民が法により自治活動を展開するのを支持，保
�

障
�

する。村

民委員会，村集団経済組織と共青団，婦代会，民兵等の大衆組織を領導し，

これら組織が国家の法律法規及び各自の規約に照らしてその職権を充分に行

使することを支持し保
�

証
�

する。

第５項，村，組の幹部と村営企業管理人員の教育管理と監督に責任をもつ。

（傍点は引用者）」44

末端の党は，村の「全て」を指導する存在から「重要な問題」を「討論・決

定する」存在に変わった。中央における党と行政の分離が行われたことに対応

して，末端の郷鎮や村でも，党と行政が分離したこと，このことの含意は，上

級の行政意思を忠実に実践するように村の村民委員会等に村の党が指導を行う

ということである。上級の行政意思が究極のところは党によって決定されてい

る以上，村の党は「指導」機関であるよりは，「監督」機関に徹する方向に進

みつつある。この角度から見れば，村民委員会は後に見るように，限りなく上

級の意思決定に忠実である立場に置かれることになる。だが，「重要な問題」

を「討論・決定する」余地を残したこの「条例」は，同時に村の党にある種の

「実権」を残してもいるのである。この「実権」が時と条件によっては「一人

歩き」をする例を我々は後に見ることになるであろう。なお，この『条例』に

記された「保障」は「守る」という意味であり，「保証」は責任を「はたす」

という意味である。

今日，「二本立て」となった村の機構の中で，党と村民委員会はどちらも「正

当」な権力とされている（「公」的な権威を賦与されている）。建前の上では，

党書記と村民委員会主任という「No.1」が二人登場したことになる。だが，実

態は少々違っている。
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長江以北の村では，その地理的影響もあって，一般に村営企業が「強い」と

いう傾向にあるが45，ここでは党の書記と村民委員会の主任を一人で兼ねてい

るケースが多いといわれる46。文化大革命時の「党の一元的指導体制」と似た

権力構造あるいはその「変型」が今に生きている。

他方で，長江以南では，一つの「行政村」は，通常，多くの「自然村」から

構成されていて，村は一つの権力の小さな集中点にとどまりがちである。その

集中力が小さいことが逆に郷鎮の凝集力を高めており，長江以北に対して郷鎮

企業が「強い」という傾向がある。ここでは，党の支部書記と村民委員会の主

任は通常別の人が担う47。宗族支配の復活を指摘することにも関係しているの

か，村の「二大姓」のそれぞれの代表者が書記と主任の役を分担するという「権

力分立」の実行も稀にある48。

だが，党と村民委員会の実質的な「二本立て」が機能しているという報告に

はまだ接していない。形式的に「二本立て」を実行したところが多いのが実情

のようで，先の河南省劉村では，村民委員会の構成メンバー８名中，７名が非

党員であった。これを党と村民委員会の分離・分立と受け取れないこともない

が，５２歳の党書記が３２歳の村民委員会主任を指導していると理解するほうが自

然である。党書記と村民委員会主任の両者の間で方針に喰い違いがあらわれた

とき，村民委員会主任は党書記をたてて，自らの意見を撤回することが多いと

いう49。ただ，いずれにせよ，村の政治の前面から，党の姿は見えにくくなっ

ている。

周大鳴，楊小柳の社会学調査によれば，現在の中国の村は三つの類型に分類

できるという。そのうちの一つに「分散型」類型というのがある。「個人類型」

ともいわれる。この型の村の特徴は多様な経済主体が存在していることであり，

私営企業や個体企業，それに季節性の出稼ぎ型農民工などが経済活動を牽引し

ている。彼らはおのおのの利害による行動を志向するので，ここでは全体とし

ての公権力の権威は低下している50。

かつての村の実力者と有力者は党の幹部であって，書記の権威は絶対的で

あった。今は少し違う。これらの農村で現在，政治的影響力を持つのは，何ら

かの手段で「金持ち」になった人である。稀には，学識者や職人など，専門技
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能を持った人も尊敬されることがあるが，彼らはおおむね貧しいから，それは

大勢にはなっていない51。「金持ち」になった人には，資財を蓄積することに

成功した個体戸や私営業者，それに何人かで結成される協同事業者（中国語で

「合 戸」という）などが挙げられる。彼らはその「金力」で，在野のエリー

トとしての地位を確立し，公的かつ政治的エリートである党員や村民委員会の

幹部と，時には対立し，時には融合・協力してその影響力を行使している。個

人を中心とした経済的利益がそれぞれに追求されるせいか，住民の政治や村民

委員会の選挙への関心は高い。そして，公的権威が衰えた分だけ，これらの在

野のエリートを取り巻く形で，新しい「力」が誕生したり，伝統的な「力」が

復活してきている。それが，宗族であることもある。

こうした「個人経営」型の村に対して，周大鳴・楊小柳らがもう一つの類型

とするのが，陜西省礼泉袁家村，河南省臨頴南街村，青海省海東地域水村，江

蘇省揚中永新村からなる「集団経済類型」である。その特徴は，土地承包制を

実施したあとも，郷鎮集団企業が村の経済の主軸の座を維持し続けたことであ

る。

１９７０年代末から１９８０年代にかけての連産承包制の導入は，経営を各農家に委

ねることによって，政治と経済の分離をはかったが，分散した多数の「零細」

な経営主体の登場によって，農業投入の弱化という予想された「事態」を招い

た。これも農業生産上の一種の「空白」である。これに対処する政策が「工業

を以って農業を補う（以工補農）」政策，すなわち「二層経営」を実行する政

策である。村全体で農業を支えるために非農産業をおこし，その利益で農業投

入をまかなうというものである。種々の試みがなされた。

長江沿岸ではかつてのソ連邦のM.T.S．体系に似た様々なステーションが登

場した。機械耕耘（機耕）ステーション，種子改良ステーション，刈り入れ，

脱穀ステーションなどである。これらには専門技能をもった人員をあてがい，

例えば，播種にはトラクターによる耕耘の，収穫にはコンバインによる刈り入

れの有料サービスが提供され，農民はその費用を払うだけで主要な農作業の重

労働から解放される。耐旱，耐寒の多収穫品種の改良・開発は種子改良ステー

ションが責任を持ち，各農家は毎年，このステーションから種子を購入する。
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いずれも農業投入面に生じた「空白」を埋めるために他ならない。これらステー

ションの運営は，農村企業の収益金でまかなうことも，また，郷鎮，村の財政

でその全てを，あるいは一部をまかなうこともあった。人民公社時代の集団経

済で丸ごとかかえこんでいた各業種をそれぞれ独立した農業関連部門としたの

である。蘇南方式が名高い江蘇省南部の郷鎮・村にもこの類型が多い。そこで

は，郷鎮級の政府に「工農商総公司」ないしは，「実業公司」が置かれ，いく

つかの村にはその下部機構が置かれた。また，連産承包制を導入した後も，土

地を各農家に配分せずに集団経営を維持し，村営工業を発展させた例もこの類

に属する。工業を通じた政府の財政によって，農業投入に生じた「空白」が埋

められたところである。江蘇省錫山市堰橋鎮劉巷村の場合，専業農業機械隊が

４３名の人員で組織されている。１９８７年から１９９７年の期間，総額１１８万６１２３元を

水利とトラクター購入にあててきた52。

こうした村では，村の産業における非農産業，とりわけ工業の果たす役割は

大きい。村の産業が工業に特化さえしている例もあり，多くの村民は村営企業

の労働者として賃金収入を得ていて，その生活収入の主要な源泉を集団企業の

それに負っている。彼らは賃金のほかに，企業の提供する各種の福祉制度の恩

恵に浴しており，医療補助を受け，教育面で便宜を得ている。村全体が企業化

という方向でまとまり，企業の文化が村のコミュニティの文化に多大な影響を

与え，その文化は標準化されている。これらの村では，今なお公権力が権威を

維持している。

こうしてみると，中国の農村に生じた「空白」の埋め合わせには，多かれ少

なかれ，経済力や「金力」が関係していると見てとれる。だから，党の権威が

保たれている農村では，党幹部が率先してその「経済力」を高めようとする努

力がなされる。かつての人民公社企業（後の郷鎮集団企業）を１９９０年代に株式

制へと「転制」したとき53，理事長の座についた人や，大金を払って企業の過

半の株式を購入し，農村の集団の資産であった企業を事実上，私有化した人な

ども，この新たに登場した「金持ち」に含まれる。江蘇省錫山市堰橋鎮劉巷村

の場合，非鉄金属加工工場が１９８０年代に建設されたが，この企業は現在の村の

党書記が妻の親戚から資金を借りて興したもので，私営企業扱いではあるが，
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現在も上納金等で村の財政の支柱である54。

新たに登場した「金持ち」の多くは現在も過去も共産党の幹部である。かつ

て国から割り当てられた農業生産上の責務を完遂するために努力した人々であ

る。彼らは以前と同じように，その社会的発言力や影響力を引き続き保持して，

人々の畏怖と尊敬を集めている。だが，人々が彼らを畏敬するのは，自己犠牲

や献身性，党や人民への忠誠心という共産党員が持っていた古典的倫理や党そ

のものの権威に対してばかりではない。むしろ彼らの「金力」に対する畏敬と

いう側面がつけ加わっている。今の中国農村には，「正当」かつ「公」的な権

威が「金力」に支えられるという危うさをもつ局面が登場している。そしてこ

のことは，実は多くの農民が党幹部によせる暗黙裡の要求の必然的な反映でも

あった。豊かさを求める農民の価値観に変化が生じている。それは「金力」へ

の憧憬である。

党と民衆の間に距離が開けば開くほど，その距離を埋めようとする「努力」

は党の側からなされた。暗黙裡の要求をかなえようという党の側の努力である。

それは先に挙げたような，出稼ぎの紹介，農産品の販売情報の提供，子弟の教

育，雇用・軍への入隊斡旋などの農民が望むサービスを提供することである。

また，乱高下する農産品価格に「風険基金」を用意することである。つまり，

農村に生じる「空白」を「公」の力で逸早く埋めようとすることである。それ

を実現しようとする幹部及び村は，ほぼ例外なく農村工業に目を向けた。自力

で工業を興せるところは，公金を注いで工業をおこし，先の劉巷村の例のよう

に，幹部が私財を投入して工業をおこした。それができないところは外部の企

業を誘致し，膨大な土地収用代金を手にした。「工業を興せる幹部は有能だ」

という評価基準に応えることができた幹部は有力者になった。有能な幹部の条

件はいつのまにか「金力」を実現し，保有することになった。不思議なことに，

この有能な幹部は，分離したはずの行政担当の村民委員会の主任を兼ねること

が多くなった。また，本稿の対象外ではあるが，農村経済の各要素全体を統合

する「企業集団」という新しい組織が登場すると，当然のようにそこの理事長

に納まった。一人三役的にあらゆる権力が一人の人物に集中する事態が起きる

ようになると，はじめそれに反対していた党中央もいつのまにか「お墨付き」
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を与えるようになった。党はそういうところでは，先に述べたような「空白」

や「隙間」や「距離」を党独自の力で埋めることに成功し，依然として，むし

ろ豊かになった分だけ，その威信をさらに高めているのである。党中央は，中

国が抱える深刻な「三農（農業・農村・農民）問題」の解決に向けて，「有能」

な人材の育成という方針を強調するようになった55。人民公社の解体が「政治

と党の分離」を一方で謳っていたのに，実際には逆方向の動きも目立つように

なってきた。党書記が理事長を務める「企業集団」は，経営が順調であれば，

その豊富な資金力で，農業への生産性資金を提供し，企業内福祉を充実させ，

社会保障や教育文化の費用を提供するようになった。村民委員会が担う業務の

ほとんどが「企業集団」によって代行されているという報告も上がり始めた。

「村民委員会無用論」すら聞かれるようになった56。農村の新しい発展方向と

して，党中央はこの「企業集団」に期待をかける方向を模索し始めた。

注

29 郷と鎮は日本でいう「市町村」の「村」と「町」にそれぞれ該当すると考えてお
おむねまちがいがない。ただし，ここではより正確を期すため，若干煩雑ではある
が，その概念を緻密に明らかにしておく。
「郷」も「鎮」も農村である。面積があって，人口がある。「郷」はその管轄下の

すべての領域と重なった地理的概念であり，同時に行政的な概念でもある。両者は
重なり合っている。だから，日本でいう「農村」という言葉で表現される表象に近
い。これに対して「鎮」はそもそもは，農村の中で比較的人口の集中した一定の限
られた地理的範囲及び中心点を指す用語であり，「点」としての存在である。傘下の
「農村」を管轄する行政府がこの人口集積地である「鎮」におかれることによって，
傘下の「農村」全体が「鎮」という行政組織に組み込まれるのである。地理的概念
としては「郷」と「鎮」の両者は違うが，行政概念としてはどちらも「農村」の末
端をなす行政機構である。
中国の制度は単一化された姿を示しているように見えて，実は極めて複雑である。
中国では，現在の行政機構は次の3分類でなされている。第一に「一般行政地方」，

第二に，「城市（都市）地方」，そして第三に，「民族自治地方」である。
「一般行政地方」は23の省，79の地区，その下の県，郷，民族郷からなる。
省は純粋に国土の分割統治の目的で設立されたものであって，文化的，経済的，

軍事的性質を帯びないものとされる。それ故後に述べる城市の発展と時には構造的
に，あるいはその範囲をめぐって矛盾が生じることがある。
地区は省級行政区域内の行政機関の派出的な地方の分割単位であって，それ自体

は一つの行政級としては扱われない。次の県との関連において省級の派出機関とし
ての役割をもつ。
県は地方の重要な基本的地方政府単位とされ，農村を体現する行政組織である。

巨大な国土資源と農業資源の管理を行い，国家の工業化のために財政的貢献を行っ
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てきた主体でもある。中国の「都市と農村の二元構造」の一方の当事者である。
郷はその役割や意義づけにおいて歴史的な変化をくり返してきたが，今日の郷政

権は人民公社制度を継承している国家行政単位の一つの分割単位であって，基層自
治団体の性質は持たないとされる。
民族郷は郷に準じて，少数民族が居住し，その特徴を生かした農村の一般的な行

政単位であって，「民族自治地方」の法律的地位は持たない。
第二の「城市地方」は都市地区に設立した地方分割単位であって，商品活動と社

会交流の発展によって形成された地域を対象とし，単なる地理的概念ではない。分
類方法は行政等級を基礎にしていて，都市のもつ様々な能力を第二義的に考慮して
いる。城市地方には，4つの直轄市（北京・天津・上海・重慶），15の副省級市（ハ
ルピン・長春・瀋陽・大連・南京・杭州・寧波・アモイ・済南・青島・武漢・広
州・深 ・成都・西安）の他に，地級市，県級市，区と鎮がある。副省級市はかっ
て「計画単列都市」として省に匹敵する多くの行政権上の特権を有していたが，現
在は省級の指導を受け，法的にはその他の都市と同等である。
地級市は直轄市，副省級市を除いた大中都市であって，その市域において非農業

生産に従事する人口が25万を超え，しかも市政府の駐在地においてはその数が20万
人を超えることを条件とする都市である。工業生産額が20億元以上，第三次産業が
生産額で第一次産業を超え，GDPで35％を超えていること，予算内の財政収入が2億
元以上であることも一つの条件である。地級市は，省と自治区の管轄下にあり，そ
の下に区と県及び県級市を管轄することから，省級行政と県級行政の関係を処理す
る立場にある。
県級市はそれ以外の小規模な都市であるが，その行政体系における位置づけはや

や複雑で3類型に分けられる。すなわち，地区行政公署を設立している地方では，省・
自治区の直接指導と地区行政公署の監督指導を受ける。そうでない県級市は，省・
自治区の直接指導を受け，地級市が県や県級市を管理している場合と，民族自治地
方の県級市は地級市と自治州政府の指導を受ける。県級市は下に郷，民族郷，鎮政
府をおき，また，街道辧事所を設置できる（以上は，浦興祖『当代中国政治制度』，
復旦大学出版社，1999年8月，上海，178～201頁，楊鳳春『中国政府概要』，2002年8
月，北京，338～353頁による）。

2002年現在，「地級市」は260市，「県級市」は381存在する。これらを総合して中
国には「市」とよばれるものが，660あることになる（『中国城市年鑑2003』，13～94

頁）。
非常に繁雑ではあるが，中国の「市」は4種類あるということ，すなわち「直轄市」，

「副省級市」，「地級市」「県級市」である。そして，「地級市」の場合，場合によっ
ては「地市」あるいは「区市」という使われ方がされること。「県級市」は「県市」
と略称されることがあることを付け加えておく。
なお，「地級市」と「県級市」の関連をイメージし易いように，河北省の例を示し

ておく。
2001年末の時点で河北省には34の市がある。そのうち，次の11の市が「地級市」

である。（ ）内は市域の非農業人口である。
石家庄（163.23万人），唐山（127.92万人），秦皇島（52.11万人），邯鄲（106.91万

人）， 台（46.32万人），保定（63.55万人），張家口（68.11万人），承徳（31.85万人），
滄州（36.83万人），廊坊（27.76万人），衡水（22.75万人）。
以上のうち衡水だけが，先の非農業人口25万人の基準を満たしていないが，他は

大中都市ばかりである。このうち，秦皇島・張家口・承徳の3都市が下部に「県級市」
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をもたないが，他の都市はいずれもいくつかの非農業人口3万～20万の「県級市」を
その下部に管轄している。例えば，保定市の場合，定州（11.48万人）， 州（14.78
万人），安国（5.41万人），高碑店（9.26万人）の4県級都市を下部に管轄している（『中
国城市年鑑2003』中国統計出版社，2003年5月，北京，5頁，127～134頁）。
そして，さらにつけ加えておけば，ここに挙げた「地級市」と，直轄市，副省級

市はその内部に分轄機構としての「区」を設立できることになっている。これは「一
般行政地方」の「地区」とは違うことに注意する必要がある。
以上，重要な行政機構についてみてきた。憲法上の規定を考慮に入れれば，ここ

に記された中国の行政機構は，面の上からの省－地区－県－郷という一般行政地方
と点に該当する城市－鎮という城市地方の二つに分けて捉えることが可能である。
これに，歴史的・文化的な要素を反映した民族自治地方が加わって形成されたのが
中国の行政機構である。それは，農村と都市という中国に多分に特徴的な二元構造
を色濃く反映したものになっており，しかもその面と点が時には指導－被指導，あ
るいは管轄－被管轄という上下層の関係を織り交ぜて機能していると理解できるで
あろう。中国語にいう「城鎮」とは，「城市」と「鎮」という文化的・経済的・機能
的な意味を持った地域の総称であり，それは純農業地帯に対する概念である。これ
に対して「郷鎮」とは，「郷」と「鎮」という地理的概念をもとにして，これに農村・
農業地という意味をもたせている。「城鎮」は「農村」に対しては「都市」であり，
「城市」にとっては，「郷鎮」は限りなく「農村」である。

30 人民公社の実態及びその後の変化については，拙稿「中国江蘇省北京市江寧県秣
陵人民公社調査分析(1)，(2)」，『北海道大学経済学研究』，第32巻第1・2号，「江蘇省
江寧県秣陵鎮再訪報告」，『西南学院大学経済学論集』，第30巻第4号，参照。

31 潘維，前掲書，11頁～12頁。
32 『中華人民共和国憲法』中国民主法制出版社，2004年3月，北京，92頁。
33 『中華人民共和国憲法歴次修正対照表』中国法制出版社，2004年3月，北京，108
頁。

34 『中華人民共和国村民委員会組織法』の第2条には次のような規定がある。
「第2条 村民委員会は村民の自己管理，自己教育，自己服務の基層大衆的な自治組
織であり，民主的な選挙，民主的な改革決定，民主的な管理，民主的な監督を行う」
（法律出版社，2002年12月，北京，3頁）。

35 金太軍らによれば，郷鎮党組織は三層の構成となっている。郷鎮党委員会が最上
層にあり，書記1人，副書記1～3人（うち1人は郷鎮長を兼ねる），組織委員1人，宣
伝委員1人，その他委員2人（1人は婦女工作担当，1人は民兵担当）からなる。次い
で，村民委員会と郷鎮事業単位の中に党支部委員会あるいは党総支委員会を組織し
ている。第三に，村民小組に党小組（グループ）を結成する（金太軍，旅従美『郷
村関係與村民自治』広東人民出版社，2002年7月，広州，124～125頁）。

36 中国共産党の国家機関における位置づけについては次のようになっている。
「中央と地方の国家機関，政府部門，社会組織及びその他の非党組織機関の中に

は党組を成立させてよい。いかなる国家機関，人民団体，経済組織，文化組織その
他の非党組織は憲法と関連する法律に規定された権利と義務を行使すると同時に必
ず党組の指導を受けねばならない。」（楊鳳春，前掲書，47頁）

37 村には統一的な財政制度はない。それ故，必要な経費は「村提留」という資金と
臨時に集められる資金によってまかなわれている。詳しくは次号にて分析する。

38 湖南省の39の村の選挙結果情報によると，『村民委員会組織法』は，選挙実施にか
かわる規定に不十分なところが多いようである。例えば，選挙管理委員会の編成手
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続き（規定上は村民代表大会で選出），その構成メンバーに選挙候補者が名を連ねる
ことが可能か否か（明確な禁止規定なし），有権者の資格（常住戸の満18歳以上の者
が選挙権を持つ）など，曖昧なところが多い。省によっては選挙権有資格に当該村
への義務履行を条件とするところもある。この場合，長期にわたって出稼ぎ型で移
動する村民には選挙権が与えられない，という事態もおきうる。「義務」の履行度を
どう判断するかは多分に恣意的になる（賀雪峰「村委員会選挙諸環節的調査與分析
－以湖南39個県市抽様調査為例」，王慶五，董磊明，前掲書，168～183頁）。

39 前掲『中華人民共和国村民委員会組織法』3頁。また，候補者の推薦別制に関して
は，金太軍，施縦美，前掲『郷村関係與村民自治』，179頁。

40 王慶五，董磊明，前掲書，185頁。
41 賀雪峰，前掲論文，197頁。
42 曹錦清，張楽天，陳中亜『当代浙江郷村的社会文化変遷』上海遠東出版社，2001
年12月，上海，595～599頁。

43 前掲『中華人民共和国村民委員会組織法』，3頁。
44 『中国共産党農村基層組織工作条例』中国方正出版社，2004年6月，北京，5頁。
45 潘維，前掲書，12頁。
46 同上。（原載は劉振偉『農民與農村組織建設』貴州人民出版社，貴陽，1994年，54
頁。）

47 同上。
48 河北省保定市清苑県温仁鎮蔡家営村の場合，856人，211戸のうち，「張」と「田」
が二大姓で，現在，党支部書記と副書記の二人が「田」姓，村長と副村長（村民委
員会主任と副主任）の二人が「張」姓である（中国社会科学院，前掲書，595頁）。
まだ，山西省河津市城関鎮樊家坡村の例もみてみる。この村は戸籍人口が960人，常
住人口が1100人で，213戸の農家からなる。樊姓の住民が700余人，その他の姓が100
人余となっている。1984年以来の歴代の党書記は，1989年，1998年の欠員と1995年
に呉姓の一人が勤めた以外，すべて樊姓が占めている。劉姓の者は，1996年から1997
年までと，1999年8月に村民委員会の主任を勤めている(無署名「“閙事派”與村庄治
理――村民自治前後的樊家坡村（1990～2001）」曹錦清，張楽天，陳中亜，前掲書，
208頁及び212～213頁）。

49 今日，党支部と村民委員会の関係は，党組織が村民委員会を取り込む形の(1)包摂
型，党組織が村民委員会の内部に吸収される形の(2)代替型，両者の力が均衡してい
る(3)対抗型の3つに分類されるという。（姚鋭敏，江青松，易鳳蘭，前掲書，127頁。）

50 周大鳴，楊小柳，前掲論文，132頁。
51 河北省保定市の清苑鎮東顧庄での調査によると，村の幹部と住民の3分の2は勉学・
教育は無用と考えているか，軽視しているという。教育が収入に「影響がある」と
答えた者は村民中，32.57％に過ぎず，「大きな影響はない」が56％，「基本的に影響
がない」とした者が11％であった。

52 中国社会科学院，前掲書，82頁。
53 一世を風靡した郷鎮企業は，1990年代に入って杜撰な経営等が目立ち，次々と破
産，倒産のうき目にあった。政府と農民の共同出資で作られた郷鎮企業の所有権は
「集団」に属していたが，信用合作社や銀行からの借入金が不良債権化するにつれ，
その責任の所在があいまいになったため，有限責任制を導入するようになり，資産
を株式分割化した。経営者と職員が株主となり，株主には配当が与えられるが，株
の売買は認められていない。過半の株を村幹部や党幹部がもつことが多く，集団資
産の私有化であるとの批判も出ている。この一連の過程を「転制」という。
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54 中国社会科学院，前掲書，80頁。
55 劉武，張兆剛，霍功，前掲書，364頁。
56 同上。

３．地方の財政

中国の現在の行政機構図を図１に掲げる。中央政府からはじまって，省・市

級・県級・郷鎮級へと続く。図には示していないが，郷鎮級の下位に「村」が

あり，「村民委員会」が置かれている。かっては，省の上に「大行政区」が存

在し，郷鎮級には「人民公社」があった。中国の昔と今を巨大な「官僚制国家」

として一まとめにするならば，現在の中国の国家はまぎれもない「超巨大官僚

制国家」である。それぞれの行政機構に従事する人員配置図を図２に示す。公

共部門の総就業人数は全国で１億２５６０万人にのぼる。軍隊を除いた純粋の政府

工作人員は３８７０万人で，我々の公務員の概念に近い。

本節は，これまで明かされてこなかった，各行政単位の財政収支状況に可能

な限り接近し，末端及び最末端の郷・鎮，村の財政の実態を把握することを目

的とする。

新中国が成立して間もなく，中国は高度に集中した財政制度を採用した。そ

れは，日中戦争や国民党との内線で疲弊し，混乱した経済を回復するために必

要な措置とされた。「統収統支（統一収入・統一支出）」という中央政府による

厳格なコントロールである。国家全体の財政権限は中央人民政府に集中し，税

制度，財政収支手続，賃金標準，行政人員編成，国家予算は中央人民政府財政

部により統一的に制定され，かつ中央人民政府の批准を経て執行された57。各

地で納められた公糧（現物納付の食糧），主要税収，国有企業の利潤と減価償

却基金はすべて中央人民政府の管轄下におかれ，その金庫に納められた58。省

以下の各地の地方政府は独自の財源を持たず，膨大な人員と機構を抱えた地方

行政府の「仕事」はすべて「国家の代行」であった。地方の財政予算もすべて

中央人民政府の財政部によって決定されたのである。中央直属の企業が地方に

置かれ，その設備や職員に必要な資金が，中央の財政部から支出され，その利
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潤が中央に納められる場合も，地方直属の企業に同じように資金を提供し，そ

の上納された利潤を受け取るのも，すべてが「国家」であった。ちがいは，地

方の政府機構人員が「国家」の一員として「国家」の代わりを務めている，と

いう「意識」ぐらいに過ぎなかった。すべてが「国有」であり，また農村の土

地も集団所有であったから，地方独自の資産という概念も生れなかった。省・

市区・県にいたる各級の政府にとって，財政とは「国家」の財政以外の何物で

もなかったのである。そして，企業の経営活動もすべて国家財政の中に組み込

まれ，図２のような膨大な数の人員によって動かされていたのである。中国は

丸ごと「国家」に包摂されていたのであり，その意味で，まことに「超巨大な

政府」であった。

ただし，極めて小さな部分に過ぎなかったが，地方財政には自己処理が可能

図１ 中国行政系統図

出所：鐘暁敏『地方財政学』中国人民大学出版社，２００１年８月，北京，１０頁。
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公共部門就業総人数  1億2,560万人�

国有企業職工  8,340万人�

軍隊  350万人�

医　療�

公共服務単位（事事単位）�
220万人�

政府部委及び国家機関�
10万人�

教　育�

その他�

医　療�

教　育�

その他�

医　療�

教　育�

その他�

中央政府  230万人※� 地方各級政府  3,610万人※�

政府人員  3,870万人※�

政府工作人員  4,220万人�

な流動部分が存在していた。留用収入として，一定の税源が確保されており，

また，例えば二大税類であった工商税と農業税には，「税附加」という方式が

採用され，全国統一標準税率の上乗せ徴収が認められていたのである59。標準

税率を上回って徴収された各種の税は，地方幹部の実績となり，その一定割合

が地方に帰属した60。また，税とは異なるが，今日大きな社会問題となってい

る各種名目の統一徴収費の萌芽形体ともいえる税外徴収が認められていた。そ

れらはあまりにも厳格かつ統一的な中央集中型の財政制度の，その厳格さ故に

及ばぬ領域を埋め合わせる役割を担っていたことになる。その意味で，地方に

はわずかではあるが，一定の財政権限が与えられていたともいえるのである。

それは，「超巨大な政府」によって隅々まで統制されていたハードの機構の小

さな「あそび」の部分に似ていた。

図２ １９９９年公共部門就業総人数

出所：黄佩華等著『中国：国家発展與地方財政』中信出版社，２００３年４月，北京，２１６頁。
注：※政府人員数の合計は一致していない。
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だが，１９５３年にそれまで存在していた「大行政区」を廃止したあと，１９９４年

の中央税と地方税を分離したいわゆる「分税制」への移行にいたるまで，中国

の国家中心の財政制度に本質的な変化はなかった。確かに「大躍進」や「文化

大革命」の時期に「地方の積極性」を引き出すために，「地方への権限の委譲

＝下放」ということが行われたこともあったが，それは単に中央である「国」

の仕事が減って，「地方」の仕事が増えたことを意味しただけで，財政のあり

方や仕組みの本質にはいささかの変化もなかったのである。改革開放後の１９８０

年代には，財政請負制が試され，全国を一つにまとめていた財政制度を省ごと

に分けるという「分 吃飯（竈をわける）」を採用したが，これも一つの金庫，

一つの帳簿をそれぞれ３１に分けただけのことであった61。

ただし，１９５３年に規定された地方の第三級予算である県級の予算支出項目が

分税制後の今日の制度にもそのままつながっていることには留意する必要があ

る。当時，県予算支出に属するものとして列挙されたのは次の項目であった。

１．郷鎮（村）の幹部訓練費，幹部会議費，県区人民代表会議費，県区人民

政府

２．県農場，苗床，農田水利費

３．県区立小学校，県立中学，簡易師範学校，県文化会館

４．衛生院，区衛生所

５．交通事業

６．社会保護救済費

７．司法費

また，さらに下級にある郷鎮（村）については，幹部生活補助費，行政事務

費，小学校教員賃金，学校雑費がその予算項目とされている62。今日の県－郷

級－村の行政分担の原型がここにあるが，県以下の財政は，各級の行政事務，

農業関連，教育関連，公衆衛生，社会保障，交通事業と司法関連の事業を課題

としていたことが分る。

１９９４年から始まった分税制の概観を表３にまとめた。以前実施されていた税

制では，税種はその数は多かったものの，税類は極めて単純で，工商業製品の

物流の各環節で課せられる工商税と生産現場で実物納付された農業税の二大分

中国村庄の政治と経済（１）－１５２－

類しかなかった。納税者は工商税の場合，経済活動に従事する企業・機関・銀

行・商業者などであり，農業税の場合は農民ないしは人民公社などの農業協同

組織であった。都市の居民や農村民に個人としてかけられる税は存在しなかっ

たし，保有する資産や発生する所得に課せられる税も存在しなかったのである。

納税者は基本的に国営企業や集団企業であり，流転する生産物はすべて国家の

計画内に包摂されていたから，そこでは税の徴収漏れとかあるいは脱税とかい

うことは基本的にありえなかった。国や地方の側から付記すれば，その財源と

しては税ももちろん重要であったが，国有企業の利潤上納金にも多くを負って

いたのである。１９８４年の「利改税（国営企業の利潤上納方式を税納付に変える

表３ 現行分税制の内容

税類 税 種 中央税 地方税 共有税 備 考

流
転
税
類

増 値 税 ○ 中央７５％，地方２５％
消 費 税 ○
営 業 税 ○
関税（船舶トン税） ○

所
得
税
類

企業所得税 ○ 企業の従属関係で画分
外商投資企業と外国企業所得税 ○
個人所得税 ○
資 源 税 ○ 海洋石油資源は中央に

財
産
税
類

房 産 税 ○
契 約 税 ○ 財政部門が責任
城鎮土地使用税 ○
車船使用税 ○
土地増値税 ○
遺産贈与税 ○ 未征収
証券交易税 ○ 未征収

行
為
目
的
税
類

印 紙 税 ○
都市維持建設税 ○
固定資産投資方向調節税 ○
耕地占用税 ○ 財政部門が責任
宴 会 税 ○
食肉処理税 ○
農（牧）業税 ○ 財政部門が責任
農業特産税※ ○ 財政部門が責任

出所：於鼎丞 王丹舟 魏朗編『中国税制』曁南大学出版社，１９９７年１１月，広州，６１頁。
注：※は２００４年１月廃止された。
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制度変換）」実施以後，そして企業の所有と経営の分離が曲がりなりにも進め

られ，「国営企業」の名称が「国有企業」に変わって以後，各級の政府の主た

る財源は税になった。以上が税をめぐる大きな流れである。

１９９４年以降の分税制は，表３に示されるように，まず中央税と地方税，そし

て両者で分け合う共有税という課税主体と帰属主体を分けた３分法を採用した。

そしてそれまでの単純な工商税と農業税という二分類をやめ，流転税類，所得

税類，財産税類，行為目的税類の４大税類に編成したのである。生産流通活動

に起因し，物流の各環節に課される税だけでなく，企業の法人所得税や個人所

得税など，発生する所得にかかわる税種が置かれたこと，資源税が新設された

こと，土地や家屋等の不動産，遺産にかかわる税など，資産に起因する税種が

置かれたことが特徴である。納税者の範囲も企業・団体・機関等から個人にま

で広げられた。これらの税制改革に関する総合的な分析は別稿に譲る。

ここでの主題は中央と地方，地方の中における省－市区－県－郷鎮（村）の

税の配分の実態把握である。北京の中央政府が中央税と共有税の一部を税収入

としていることは自明のことであるから，ここでは扱わない。ただ，この分税

制の導入が，改革開放以来，様々の理由で傾向的に低下していた中央の税収入

を回復させた事実だけを指摘する（表４参照）。

１９９３年１２月１５日付，国務院の第８５号文件は新たに共有税を設置することを通

知するとともに，その中央と地方の配分比例を次のように定めた。

増 値 税：中央配分７５％，地方配分２５％

資 源 税：それぞれの資源に応じて配分化率を決定，大部分は地方へ配分，

海洋石油資源は中央収入

証券交易税：５０％ずつ63

しかし，地方税と共有税からなる地方財政収入の省－市区－県－郷鎮（村）

間の配分に関しては，全国的な統一基準はない。これに関して，わずかに甘粛

省の例が報告されているのでそれを引用する。

まず，国との配分については，次のとおりである。

１．企業所得税収入はその企業に対する所有権を持つ政府の所有に属する。

２．増値税収入はその所有権を有する企業に属する。中央企業については，

中国村庄の政治と経済（１）－１５４－

省級政府が企業の納める５％の増値税を持つ。

次に下級政府との配分については以下のようになっている。

１．都市維持建設税：省級政府が３０％，地市政府が７０％

２．資源税：省級政府が７０％，地市政府が３０％

３．固定資産投資方向調節税：５０％ずつ（後，省級政府が２０％，地市政府が

８０％へと改定，さらに１９９９年廃止）

４．城鎮土地使用税：省級政府が４０％，地市政府が６０％

５．個人所得税：省級政府はなく全部を地市政府と県級政府間で分割64

以上が甘粛省全体の統一的な配分規定である。その他の地方税に関しては，

地市級政府と県級政府，県級政府と郷鎮級政府との何らかの政治折衝で決めら

れることになっており，県級の財政は最終的に地市が，郷鎮級の財政は県が決

定することになっている65。

これらのことから，共有税・地方税の下級政府間の配分は相当に各地の裁量

表４ 中央と地方の財政収入額と比率
（億元：％）

年 全体金額
中 央 地 方

金 額 比 率 金 額 比 率

１９７８ １１３２．２６ １７５．７７ １５．５ ９５６．４９ ８４．５
１９８０ １１５９．９３ ２８４．４５ ２４．５ ８７５．４８ ７５．５
１９８５ ２００４．８２ ７６９．６３ ３８．４ １２３５．１９ ６１．６
１９８９ ２６６４．９０ ８２２．５２ ３０．９ １８４２．３８ ６９．１
１９９０ ２９３７．１０ ９９２．４２ ３３．８ １９４４．６８ ６６．２
１９９１ ３１４９．４８ ９３８．２５ ２９．８ ２２１１．２３ ７０．２
１９９２ ３４８３．３７ ９７９．５１ ２８．１ ２５０３．８６ ７１．９
１９９３ ４３４８．９５ ９５７．５１ ２２．０ ３３９１．４４ ７８．０
１９９４ ５２１８．１０ ２９０６．５０ ５５．７ ２３１１．６０ ４４．３
１９９５ ６２４２．２０ ３２５６．６２ ５２．２ ２９８５．５８ ４７．８
１９９６ ７４０７．９９ ３６６１．０７ ４９．４ ３７４６．９２ ５０．６
１９９７ ８６５１．１４ ４２２６．９２ ４８．９ ４４２４．２２ ５１．１
１９９８ ９８７５．９５ ４８９２．００ ４９．５ ４９８３．９５ ５０．５
１９９９ １１４４４．０８ ５４８９．２１ ５１．１ ５５９４．８７ ４８．９
２０００ １３３９５．２３ ６９８９．１７ ５２．２ ６４０６．０６ ４７．８
２００１ １６３８６．０４ ８５８２．７４ ５２．４ ７８０３．３０ ４７．６
２００２ １８９０３．６４ １０３８８．６４ ５５．０ ８５１５．００ ４５．０

出所：『中国統計年鑑２００３』２８７頁。
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に任されていると判断できる。

表５は，２００２年の共有税と地方税の中央・地方間での配分状況を示したもの

である。共有税の増値税はほぼ規定通り，７５：２５の配分が実施されている。こ

れを地方の配分部分に関して，省級以下の各政府間でどのように配分されてい

るかを示したのが１９９９年についての甘粛省に関する表６である。表７はその配

分比率である。地方全体では，大きい比率を占めるのは，増値税と営業税，企

業所得税の三種類である。この三税で全体の５６％を占める。増値税と企業所得

税は中央政府との共有税であって，２５％の配分を受けるにとどまる増値税が地

方の財源として重要な位置を占めていることを示している。この点は，省級の

表５ 主要財政収入項目（２００２年）
（億元）

国家全体 中 央 地 方

１．各項税収 １７６３６．４５ １０２３０．２９ ７４０６．１６
消 費 税 １０４６．３２ １０４６．３２
増 値 税 ６１７８．３９ ４６３１．０１ １５４７．３８
営 業 税 ２４５０．３３ １５５．３０ ２２９５．０３
輸入産品消費・増値税 １８８５．６５ １８８５．６５
資 源 税 ７５．０８ ７５．０８
都市維持建設税 ４７０．８２ ３．７１ ４６７．１１
固定資産投資方向調節税 ８．０１ ８．０１
企業所得税 ３０８２．７９ １８８２．２１ １２００．５８
個人所得税 １２１１．７８ ６０５．９５ ６０５．８３
城鎮土地使用税 ７６．８３ ７６．８３
そ の 他 税 ４０９．１０ ４０９．１０
関 税 ７０４．２７ ７０４．２７
船舶トン税 ８．４５ ８．４５
農 業 税 ４２１．４４ ４２１．４４
契 約 税 ２３９．０７ ２３９．０７
耕地占用税 ５７．３４ ５７．３４
外資企業輸出税払戻し －１１５０．００ －１１５０．００
証券交易印紙税 １１１．９８ １０８．６２ ３．３６
車両購置税 ３４８．８０ ３４８．８０

２．排水汚水費と水資源費 ８４．７４ ８４．７４
３．その他収入 １２３７．１５ １９５．００ １０４２．１５
４．専項収入 ６．８５ ６．８５
５．教育費付加収入 １９８．０５ ２．０９ １９５．９６

出所：『中国統計年鑑２００３』２９１頁。
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財政収入状況に，より明確にあらわれる。省級政府の収入中，金額，パーセン

トの二つで大きな数値を示しているのはこの増値税と企業所得税なのである。

省級の財政収入にかかわらせて，江蘇省のデータを参考として表８に示す。

増値税，営業税，企業所得税の三税が収入の中心であることが，ここでも確認

できる。

再び甘粛省に戻り，地市（区）級の収入状況を見ると，表６から絶対金額で

第一位を占めるのは営業税であり，その数値は省のそれを大きく上回っている。

地市（区）級の財政収入の主たる源泉が地方税であることが分る。県級でも，

第一位が地方税である営業税であること，しかし，ここでは，共通税である増

値税と企業所得税の配分が省級や地市級を上回っているというもう一つの特徴

がある。この理由は分らない。

表６ 甘粛省の１９９９年地方税・共有税の配分
（万元）

合 計 省 地市区 県 市 郷鎮村

増値税（共） １１１，７７８ ３７，３６２ ２７，４１９ ３８，７３０ ８，２６７
営業税（地） １４７，０３１ ３，１１８ ５５，３６０ ６１，７３７ ２６，８１６
企業所得税（共） ６６，６８６ ２３，６６３ ８，４８３ ２８，５５７ ５，９８３
個人所得税（地） １８，３４９ １，５０８ １１，６９０ ５，１５１
資源税（共） ８，９８４ ６，２８５ １，６８５ ９４８ ６６
房産税（地） ２４，３２２ ２５ ３，６７９ １８，５７８ －２，０４０※

契約税（地） ３，５３１ １，２３４ １，９５８ ３３９
城鎮土地使用税（地） ５，０２９ ２，５１３ ６３４ １，６４６ ２３６
車船使用税（地） １，３７８ ４ ５０ ７６２ ５６２
土地増値税（地） ２４ ３ １７ ４
印紙税（地） ３，１３２ ３２５ ２，１９３ ６１４
都市維持建設税（地） ４０，１１４ １２，００３ １９，７３０ ７，４１７ ９６４
固定資産投資方向調節税（地） ９，３９２ ２，０１１ １，０４９ ５，８６５ ４６７
耕地占用税（地） ３，１６４ ２，２４１ ９２３
宴会税（地）
食肉処理税（地） ３，３５５ ４１ ４３５ ２，８７９
農業税（地） ２５，５９１ ６１ ７４９ ２４，７８１
農業特産税（地） ２５，８４９ ２４３ ５，４６９ ２０，１３７
牧業税（地） ３，６７１ １ ４１４ ３，２５６

出所：黄佩華，迪 克等『中国：国家発展與地方財政』中信出版社，２００３年４月，北京，１０９頁，１１０
頁。

注：※マイナスの意味は不明。プラスで計算すると合計額と一致する。
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末端の郷鎮（村）にまで降りていくと，そこは地方税の世界である。共有税

の恩恵は郷鎮には及んでいない。ここでは，営業税，農業税，農業特産税の地

方税三税だけで，全体収入の３分の２を占めている。営業税の他に，一世を風

靡した郷鎮企業が納めるべき増値税，企業所得税の行方が気になるが，ここで

はそれは明らかにはならない。

以上のことから，各級の財政収入に関しては大まかに次のようにまとめるこ

とが可能である。

中 央：中央税中心で一部共有税

省 級：共有税中心で一部地方税

地市（区）級：地方税中心で一部共有税

県 市 級：地方税中心で一部共有税

郷鎮（村）級：地方税中心

表７ 甘粛省の１９９９年地方税・共有税の配分割合
（％）

合 計 省 地市（区） 県 市 郷鎮村

増値税（共） １００ ３３．４２ ２４．５３ ３４．６５ ７．４０
営業税（地） １００ ２．１２ ３７．６５ ４１．９９ １８．２４
企業所得税（共） ３５．４８ １２．７２ ４２．８２ ８．９７
個人所得税（地） １００ ８．２２ ６３．７１ ２８．０７
資源税（共） １００ ６９．９６ １８．７６ １０．５５ ０．７３
房産税（地） １００ ０．１０ １５．１３ ７６．３８ ８．３９※

契約税（地） １００ ３４．９５ ５５．４５ ９．６０
城鎮土地使用税（地） １００ ４９．９７ １２．６１ ３２．７３ ４．６９
車船使用税（地） １００ ０．２９ ３．６３ ５５．３０ ４０．７８
土地増値税（地） １００ １２．５０ ７０．８３ １６．６７
印紙税（地） １００ １０．３８ ７０．０２ １９．６０
都市維持建設税（地） ２９．９２ ４９．１８ １８．４９ ２．４０
固定資産投資方向調節税（地） １００ ２１．４１ １１．１７ ６２．４５ ４．９７
耕地占用税（地） １００ ７０．８３ ２９．１７
宴会税（地）
食肉処理税（地） １００ １．２２ １２．９７ ８５．８１
農業税（地） １００ ０．２４ ２．９３ ９６．８３
農業特産税（地） １００ ０．９４ ２１．１６ ７７．９０
牧業税（地） ０．０３ １１．２８ ８８．７０

出所：表６により作成。合計欄の空白は正確に１００にならない。
注：※印についてはプラス計算を行っている。
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要するに，分税制で導入された共有税は地方のより上級の政府に振り分けら

れ，以下，下級になるほど地方税への依存度が高くなっている。これが税収入

に見る特徴である。

参考に，同時期の山東省のデータを表９に示す。山東省の例では，郷鎮（村）

級の収入中，農業税の占める割合は甘粛省の半分以下となっており，営業税の

比率も大きくかけ離れている。工農牧業地帯で，一人当り GDPが全国３０位（表

２）の甘粛省と，沿海開放地帯に属し，一人当り GDPで全国９位（同）に位

置する山東省との違いが反映していると予想されるが，ここでは深めない。個々

のデータの数値配分に違いが見られるものの，共通税と地方税の位置づけに関

して，二つの省の同一の傾向が確認されればそれでよいのである。

最後に，１９９４年税制変更の前後の状況を表１０に示す。工商税の一種であった

産品税が１９９４年に廃止され，その分一時的に地方収入が減少している様子と，

表８ 江蘇省の財政収入
（億元）

１９９５年 ２０００年 ２００１年 ２００２年

財政総収入 ３５０．０８ ８６５．１３ １０６４．９９ １４８３．６８
地方財政収入 １７２．６４ ５０１．３３ ６２０．４０ ８３４．６４
一般予算収入 １７２．６４ ４４８．３１ ５７２．１５ ６４３．７０
各項税収 １６６．９７ ４０９．１４ ５２３．８４ ５６５．３０
増値税 ２５％分 ５２．６１ １０８．６４ １３１．９９ １５３．２３
営業税 ４２．３１ ９６．００ １０９．４９ １４８．２２
企業所得税 ２０．５７ ８８．６５ １４０．８１ ９４．８７
個人所得税 ５．０７ ３３．２８ ４４．５４ ４０．９３
都市維持建設税 １３．７９ ２６．６２ ３０．４５ ３６．７３
房産税 ４．３０ １１．８３ １４．２０ ２０．１７
農牧業税 ７．７３ １４．００ ２５．４０ ２５．０３
耕地占用税 ４．７８ ３．０３ ２．８７ ７．６２

基金収入 ５３．０２ ４８．２５ １９０．９４
中央上納収入 １７７．４４ ３６３．８３ ４４４．５９ ６４９．０３

消費税 １９．６１ ３７．８８ ４８．６１ ５５．８９
増値税 ７５％分 １５７．８３ ３２５．９２ ３９５．９８ ４５９．６８
企業所得税 ９２．５３
個人所得税 ４０．９３

出所：『江蘇統計年鑑２００３』中国統計出版社，２００３年６月，北京，３６０頁。
注：本統計の財政総収入は，地方財政収入＋中央上納収入からなる。また地方財政収入は各項税収＋

基金収入からなる。中央上納収入に入る各項税は，省当局が国の代行徴収を行っている。
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表９ 山東省の各級税収構成

省 級 地市（区）級

収入総額
②

①に占め
る割合

②＋③＋④
＋⑤の比

収入総額
③

①に占め
る割合

対②＋③＋
④＋⑤の比

各項税収総計① ４７３８４５ １００．００ １３．８１ １０６０５１７ １００．００ ３０．９１
増 値 税 １７２４１５ ３６．３９ ２２．０４ ２１７０５４ ２０．４７ ２７．７５
営 業 税 １４９５８３ ３１．５７ １８．９４ ２８５６７３ ２６．９４ ３６．１８
企業所得税 １１６６５１ ２４．６２ １８．４７ １７３９４０ １６．４０ ２７．５４
個人所得税 ５９０４７ ５．５７ ３１．４８
資 源 税 ３４０９５ ７．１９ ５７．１１ ６０３２ ０．５７ １０．１０
固定資産投資方向税 ６２０１６ ５．８５ ３４．１８
都市維持建設税 １１０１ ０．２３ ０．４６ １３０８６２ １２．３４ ５４．９６
房 産 税 ６４６４１ ６．１０ ４７．９３
印 紙 税 １０５３４ ０．９９ ５２．７１
城鎮土地使用税 ３４２５３ ３．２３ ４７．７０
土地増値税 ２２４０ ０．２１ ６３．９５
車船使用鑑礼税 ２０８４ ０．２０ １０．７４
食肉処理税 ６０ ０．０１ ０．５２
農 業 税 ２７６ ０．０３ ０．３０
農業特産税 ２１９０ ０．２１ １．３４
耕地占用税 ７３８ ０．０７ ２．７９
契 約 税 ８８７７ ０．８４ ３６．７７

出所：樊麗明，李斉雲，『中国地方財政運行分析』経済科学出版社，２００１年１２月，北京，１１４頁をもとに作成。
※：原典には数値の単位が記されていない。諸般の状況から，引用者の責任で（万元）としている。

表１０ 省級以下地方全体財政収入構成

項 目 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年

合計 ２２０９．６２ ２４４３．２６ ３３７１．３１ ２２９４．９１
産品税 ４７３．１３ ４９７．９６ ６３８．５９
増値税 ５１４．５６ ５８７．６９ ９５３．９１ ５７９．９８
営業税 ５２６．５９ ６１８．７６ ８９１．１４ ６４７．３６
資源税 １８．８０ ２１．０７ ２２．８３ ４５．４５
企業所得税 ２７１．２４ ２３２．６７ ２１０．１６ ２９１．５１
地鎮土地使用税 １５．７４ １５．１５ １５．１４ ３２．５１
証券交易印紙税 １０．１６ １４．０７ ３５．０８ ２２．６６
その他工商税収 １５６．２２ １９２．５３ ２９４．２５ ２２６．０２
塩税 ８．３７ ８．１２ ７．８５
農業税 ７２．７９ ８９．９５ ９６．３９ １９５．０２
都市維持建設税 ９７．８３ １１１．８９ １４５．６７ １７４．６３
固定資産投資方向調節税 ３０．８６ ３２．３０ ３８．４０ ４３．３０
耕地占用税 １３．３３ ２１．１０ ２１．９０ ３６．４７

出所：同上，７１頁。
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（万元）※

県 市 級 郷 鎮 級

収入総額
④

①に占め
る割合

対②＋③＋
④＋⑤の比

収入総額
⑤
①に占め
る割合

対②＋③＋
④＋⑤の比

９７１４２７ １００．００ ２８．３２ ９２４６８０ １００．００ ２６．９５
２５２６４８ ２６．０１ ３２．２８ １４００５９ １５．１５ １７．９１
１９８８８７ ２０．４７ ２５．１９ １５５５２６ １６．８２ １９．７０
２２１４２９ ２２．７９ ３５．０６ １１９４６４ １２．９２ １８．９２
４３２９６ ４．４６ ２３．０８ ８５２４２ ９．２２ ４５．４４
１１３５２ １．１７ １９．０２ ８２１９ ０．８９ １３．７７
６５４０９ ６．７３ ３６．０５ ５３９９０ ５．８４ ２９．７６
７２１１８ ７．４２ ３０．２９ ３４０４２ ３．６８ １４．３０
４６５０７ ４．７９ ３４．４８ ２３７３１ ２．５７ １７．５９
５５２８ ０．５７ ２７．６６ ３９２１ ０．４２ １９．６２
２１９４６ ２．２６ ３０．５６ １５６０７ １．６９ ２１．７３
７８６ ０．０８ ２２．４４ ４７７ ０．０５ １３．６２
３３４３ ０．３４ １７．２３ １３９７３ １．５１ ７２．０３
５８６ ０．０６ ５．０９ １０８５７ １．１７ ９４．３８
－４０３ －０．０４ －０．４５ ８９１４８ ９．６４ １００．１４
５４７１ ０．５６ ３．４３ １５１９４８ １６．４３ ９５．２０
１４２９５ １．４７ ５４．００ １１４３８ １．２４ ４３．２１
８２２９ ０．８５ ３４．０８ ７０３８ ０．７６ ２９．１５

（億元）

１９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年

２８３２．７７ ３４４８．９９ ４００２．０４ ４４３８．４５ ４９３４．９３

６５４．４１ ７４２．８２ ８２４．２８ ９０８．４４ ９７４．３２
８２８．２４ １００６．３２ １１６０．９７ １３４０．５０ １４５３．７１
５４．９６ ５７．３３ ５６．５２ ６１．９３ ６２．８６
３５０．８６ ４０２．８４ ５３８．４４ ５２８．６０ ６２４．４３
３３．５８ ３９．３３ ４４．０５ ５４．０９ ５９．０６

６０．８３ ３５．１２ ２４．５８ ６７．０６
３６９．１９ ４６５．９８ ５９８．１４ ７２１．９７ ８２７．３１

２４３．５５ ３３８．２６ ３６４．９９ ３６５．４４ ３９０．４７
２０９．８１ ２４１．８６ ２６８．６７ ２９２．００ ３１２．５７
５３．６３ ６２．２２ ７８．３７ １０７．５５ １３０．１１
３４．５４ ３１．２０ ３２．４９ ３３．３５ ３３．０３
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先の江蘇省，甘粛省との共通の傾向がここでも確認できる66。ちなみに，２００２

年，中央政府は総額１兆３８８億元の税収入を，地方政府は８５１５億元を徴収した

（表４）。

各級政府の財政収入を租税収入に即してみてきた。ここで税収入とは別個に，

地方政府にとって重要な収入源となっている土地収用費について簡単に触れて

おく。地方各級政府とりわけ県政府にとって，この土地収用費がどれ程の意味

をもつかが示されるはずである。

中国の現行『２００４年憲法』は，土地の所有と収用に関してその第１０条で，次

のように定めている。

「都市の土地は国家所有に属する。農村と都市の郊区（郊外――引用者）

の土地は，法律の規定で国家所有に属する以外は，集団所有に属する。住

宅基地，自留地，自留山も集団所有に属する。

国家は公共利益の必要のために，法律の規定に照らして土地に対する収

用を行うことができ，それに補償を行う。」67

改革開放の進展は，内外の企業を誘致することを促し，それにあわせて，道

路等の社会資本整備の必要を高めることになった。企業誘致や高速道路建設の

ための土地需要が急速に伸びている。この土地収用にかかわる費用が農村各級

政府の財源となり，また，それによって土地を失う農民が増大していることが，

深刻な社会問題になりつつあることは本稿の冒頭で示唆しておいた。

表１１は，江蘇省海門市68の土地収用費にかかわるものである。１平方メート

ルの土地の使用権の売却に３７．２５元の税及び各種費用が上乗せされるのである。

この３７．２５元の根拠になるのが，耕地占用税という税を除けば，表中に示され

る各種国家機関や地方機関が課す収用費用であって，中央政府の財政・国土資

源部が課す新増建設用地使用費，省が課す耕地開発費，農業重点開発基金，収

用地管理費，造地囲い込み資金がある。この１平方メートルの収用費用を基準

として耕地占用税（地方税）を加えれば，６６７平方メートル＝１畝の収用単位

に課される費用は２４，８３３元となる。この２４，８３３元が中央と省・市，県の間で

１３．６９％；２１．０１％：９．２３％：５６．０７％の割合で配分される。重要なことは，県

に半分以上が集中して配分されていることであって，県の財政に大きな貢献を
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していることである。企業用地や高速道路用地は一般に農業生産での優等地に

誘致されることが多い69。

『憲法』のいう集団所有に属する土地の使用権の売買はこうした仕組みの中

で行われている。だが，その「主体」である「集団」がはたして誰あるいは何

を意味するのかを解明することは現在では不可能である。人民公社という「法

人格」を持った組織が消滅した今，「集団」は各級政府によって「代理」され

ている。表面には，県が登場することが多いが，実際にその「代理」者は郷鎮

であったり，村であったりする。「代理」者が，所有権に基づかずに，土地の

使用権を直接の当事者として売買し，事実上，不動産を動かしているという事

態が進行しているのが，今の中国農村である。

地方財政収入にかかわる検討から，支出方面を分析する段階に来た。分税制

の導入は，収入面での地方と中央の税種を区分しただけではなく，支出面での

両者の区分も明確にすることにつながった70。各種行政事務や行政事業，行政

サービス提供の中央と地方の責任の所在を区分したのである。

表１２は予算法に基づく各種業務の中央政府と地方政府の責任所在を一覧にし

たものである。中央政府の専権事項となっている国防，外交，国際貿易，金融，

表１１ 各政府の土地税費配分一覧表
（元／ムー：１ムー＝６６７㎡）

項 目 徴 収 根 拠 収用標準費 合 計 中 央 省 市 県

新増建設用地使用費 財政・国土資源部 １７元／㎡ １１，３３３① ３，４００ １，１３３ １，１３３ ５，６６７
耕地開墾費 省政発（９９）８号 ７元／㎡ ４，６６７② ０ ９３ ０ ４，５７４
農業重点開発基金 省政府辨公庁 ３元／㎡ ２，０００③ ０ １，２００ ２００ ６００
収用地管理費 省物価・国土局 ２元／㎡ １，３３３④ ０ ４０ ３６０ ９３３
耕地占用税 省財政・国土資源庁 ７．５元／㎡ ５，０００⑤ ０ ２，５００ ５００ ２，０００
造地囲い込み項目資金 省財政・国土資源庁 ０．７５元／㎡ ５００⑥ ０ ２５０ １００ １５０

総 計 ３７．２５元／㎡ ２４，８３３ ３，４００ ５，２１６ ２，２９３ １３，９２４
割 合（％） １００ １３．６９ ２１．０１ ９．２３ ５６．０７

注：①中央：省：市：県の割合は３：１：１：５
②省：県の割当は２：９８
③省：市：県の割当は６：１：３
④省：市：県の割当は３：２７：７０
⑤省：市：県の割当は５：１：４
⑥省：市：県の割当は５：２：３

出所：趙志凌，黄堅金「為経済建設和失地農民権益找尋平衡点――海門市農村集団建設用地的調査和
思考」『農業経済導刊』，２００４年第２期，１２頁。
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貨幣政策，地区間貿易管制が「全国性公共財サービス」の提供という理由でな

されているのに対応して，地方交通，衛生，公共住宅，供水（上水道のみに限

らない）・下水・ごみ処理，警察，消防，公園・娯楽施設にかかわる業務が「地

域性サービス」の提供を主たる理由として，地方の専管事項に配列されている

のが特徴である。これに所得再配分や外部効果という理由で社会保障や環境衛

生，教育などが双方の共通した事業として配列されている。

現在，中国政府による公式の統計は毎年発刊される『中国統計年鑑』で公表

されるが，最新の２００３年版によれば政府財政支出項目は以下の２８項目からなっ

ており，そのうちの６項目に亜項目の支出が設定されている。煩雑ではあるが，

必要なことなので列記する。

１．基本建設支出

２．企業開発・技術改革と科学技術三項目

３．企業流動資金

４．地質探査

表１２ 各種行政事業の中央と地方の責任分類

項 目 中央・地方分類 理 由

国 防 中 央 全国性公共財サービス
外 交 中 央 全国性公共財サービス
国際貿易 中 央 全国性公共財サービス
金融と貨幣政策 中 央 全国性公共財サービス
地区間貿易管制 中 央 全国性公共財サービス
対個人福祉補填 中央・地方 所得再配分・地域性サービス
失業保険 中央・地方 所得再配分・地域性サービス
全国交通 中央・地方 全国性サービス・外部効果
地域交通 地 方 地域性サービス
環境保護 地方・中央 地域性サービス・外部効果
工業・農業・科学技術支援 地方・中央 地域性サービス・外部効果
教 育 地方・中央 地域性サービス・外部効果
衛 生 地 方 地域性サービス
公共住宅 地 方 地域性サービス
供水・下水・ゴミ処理 地 方 地域性サービス
警 察 地 方 地域性サービス
消 防 地 方 地域性サービス
公園・娯楽施設 地 方 地域性サービス

出所：鐘暁敏『地方財政学』中国人民大学出版社，２００１年８月，北京，２８頁。
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５．工業・交通・商業部門事業費

６．農業生産支出と各項農業事業費

農林，水利，気象等事業費

農業発展専項資金支出

農村生産支援支出

７．都市建設維持費

都市維持費

環境保護と都市水資源建設費

８．文教・科学・衛生事業費

教育事業費

科学事業費

衛生事業費

文化放送事業費

９．社会保護・社会福祉救済費

１０．社会保障補助支出

１１．国防

１２．行政管理費

１３．公安検察司法支出

１４．武装警察部隊支出

１５．外交外事

１６．対外援助

１７．経済不発達地区支援

１８．政策性補填

食糧・綿・食用油価格補填

物価平衡と砂糖備蓄

肉食価格補填

その他価格補填

１９．税務管理部門事業費

２０．その他支出
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２１．中央予備費

２２．地方予備費

２３．教育費附加支出

２４．行政事業単位離退休職者経費

２５．車輌購置支出

２６．予算外資金管理改革支出

２７．全国社会保障基金

２８．国内外債務元利償還支出

対国内債務償還

対中国人民銀行債務償還

対国外債務償還71

これらの支出が，国務院の各部署によって支出される。図３に，全国の行政

の総元締めである国務院の機構を示す。図にあるように，国務院 公庁，国務

院構成部門，国務院直属機構，国務院 事機構，国務院構成部門管理国家行政

機構，国務院議事協調機構の６つの類に分けられているが，これらは職能によ

る編成である。このうち，国務院構成部門は，特定の分野の国家行政権力を相

対的に独立して行使することが可能で，その範囲で命令，指示及び規則を発す

ることができる。日本の省庁に近い存在である。国務院直属機構は，国務院の

専項業務を主管し，独立した行政管理職能を有している。その権限の範囲内で，

行政規定，行政措置及び規範的文件を発布できる。

建国以来，行政機構が肥大化してきたことについては，中国も例外ではなく，

縦割り・横割りの非効率さに由来する弊害も指摘されている。たとえば，農業

関連支出について見てみると，基本建設投資が国家発展計画委員会の単独支出

ないし，農業口糧部門との共同管理に置かれているし，農業科学研究費は，財

政部・科学技術部等の共同管理に置かれている。また，農業支援支出は，農業

部，水利部等の農業総合開発資金を財政部が管轄するという具合に複雑であ

る72。なお，国の予算は国務院が制定し，執行するとともに，最高権力機関で

ある全国人民代表大会の審査と批准を受けることになっている。

さて，統計上の全国予算支出は，時には部門別，あるいは産業別に応じた形
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で報告されるし，時にはその経済的性質（投資性・消費性）に応じて分析のツー

ルにできるが，中国の公式的発表における分類方法は，（１）経済建設支出，（２）

国家管理費用支出，（３）国防支出，（４）各項補填支出，（５）教育，科学，文化，

衛生，体育等事業発展支出，（６）その他支出，の６項目に分けるものである。

地方の場合，それぞれの固有の条件にもよるとみられるが，財政支出報告にお

いて，必ずしも統一的な概念，用語で把握できるとは限らない。だが，できる

だけ上述のことを念頭におきつつ，地方財政の概観をえることにする。

表１３は，２００２年までの中国財政支出を国全体，中央政府，地方政府に分けて，

金額と割合で見たものである。これらの金額が GDPに占める割合なども考察

すべきことがらであるが，ここでは触れない。１９９３年以前の数値は，基本的に

中央と地方の管
�

理
�

分を分けたものであって（人民公社，県以下の財政の扱いは

除く），ここでの主たる関心は１９９４年以後，すなわち分税後のそれである。地

方がほぼ７割程度の支出を維持していることが見てとれる。

表１４は，至近のデータである２００２年の各項支出を全国，中央，地方ごとに示

表１３ 中央政府と地方政府の財政支出
（億元，％）

年 全体金額 中央金額 地方金額 中央比率 地方比率

１９７８ １１２２．０９ ５３２．１２ ５８９．９７ ４７．４ ５２．６
１９８０ １２２８．８３ ６６８．８１ ５６２．０２ ５４．３ ４５．７
１９８５ ２００４．２５ ７９５．２５ １２０９．００ ３９．７ ６０．３
１９８９ ２８２３．７８ ８８８．７７ １９３５．０１ ３１．５ ６８．５
１９９０ ３０８３．５９ １００４．４７ ２０７９．１２ ３２．６ ６７．４
１９９１ ３３８６．６２ １０９０．８１ ２２９５．８１ ３２．２ ６７．８
１９９２ ３７４２．２０ １１７０．４４ ２５７１．７６ ３１．３ ６８．７
１９９３ ４６４２．３０ １３１２．０６ ３３３０．２４ ２８．３ ７１．７
１９９４ ５７９２．６２ １７５４．４３ ４０３８．１９ ３０．３ ６９．７
１９９５ ６８２３．７２ １９９５．３９ ４８２８．３３ ２９．２ ７０．８
１９９６ ７９３７．５５ ２１５１．２７ ５７８６．２８ ２７．１ ７２．９
１９９７ ９２３３．５６ ２５３２．５０ ６７０１．０６ ２７．４ ７２．６
１９９８ １０７９８．１８ ３１２５．６０ ７６７２．５８ ２８．９ ７１．１
１９９９ １３１８７．６７ ４１５２．３３ ９０３５．３４ ３１．５ ６８．５
２０００ １５８８６．５０ ５５１９．８５ １０３６６．６５ ３４．７ ６５．３
２００１ １８９０２．５８ ５７６８．０２ １３１３４．５６ ３０．５ ６９．５
２００２ ２２０５３．１５ ６７７１．７０ １５２８１．４５ ３０．７ ６９．３

出所：『中国統計年鑑２００３』２８８頁。
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表１４ 財政支出項目の全国・中央・地方別金額と比率（２００２年）
（億元，％）

財政支出項目 全 国 中 央 地 方 中 央 地 方

１．基本建設支出 ３１４２．９８ １２５３．１４ １８８９．８４ ３９．８７ ６０．１３
２．技術改造・科学技術３項目 ９６８．３８ ２３８．４０ ７２９．９８ ２４．６２ ７５．３８
３．企業流動資金増発 １８．９７ １６．８９ ２．０８ ８９．０４ １０．９６
４．地質探査 １０２．８９ ２９．９０ ７２．９９ ２９．０６ ７０．９４
５．工業・交通・商業部門事業費 ２３２．３８ ６７．４７ １６４．９１ ２９．０３ ７０．９７
６．農業支援支出と各項農業事業費 １１０２．７０ １１９．７４ ９８２．９６ １８．８６ ８９．１４

農業・水利・気象等事業費 ６９２．６７ ９２．９３ ５９９．７４ １３．４２ ８６．５８
農業発展専項資金支出 １４８．２３ ２６．８１ １２１．４２ １８．０９ ８１．９１
農村生産支援支出 ２６１．８０ ０ ２６１．８０ ０ １００

７．都市維持建設支出 ７３２．４３ ０ ７３２．４３ ０ １００
都市建設費 ６５３．９９ ０ ６５３．９９ ０ １００
環境保護と都市水資源建設支出 ７８．４４ ０ ７８．４４ ０ １００

８．文教・科学・衛生事業費 ３９７９．０８ ４４７．４９ ３５３１．５９ １１．２５ ８８．７５
教育事業費 ２６４４．９８ ２１０．２５ ２４３４．７３ ７．９５ ９２．０５
科学事業費 ２６９．８５ １７１．０１ ９８．８４ ６３．３７ ３６．６３
衛生事業費 ６３５．０４ １７．２５ ６１７．７９ ２．７２ ９７．２８
文化放送事業費 ４２９．２１ ４８．９８ ３８０．２３ １１．４１ ８８．５９

９．保護・社会福祉救済費 ３７２．９７ ２．６８ ３７０．２９ ０．７２ ９９．２８
１０．社会保障補助支出 １０１７．２３ ５５．８１ ９６１．４２ ５．４９ ９４．５１
１１．国防 １７０７．７８ １６９０．８４ １６．９４ ９９．０１ ０．９９
１２．行政管理費 １８０１．８４ ３６７．１９ １４３４．６５ ２０．３８ ７９．６２
１３．公安検察司法支出 １１０１．５７ ６０．４１ １０４１．１６ ５．４８ ９４．５２
１４．武装警察部隊支出 ２４７．４１ ２２６．５４ ２０．８７ ９１．５６ ８．４４
１５．外交外事支出 ７６．０１ ６５．５８ １０．４３ ８６．２８ １３．７２
１６．対外援助支出 ５０．０３ ５０．０３ ０ １００ ０
１７．経済不発達地区支援支出 １４９．１０ ８．０９ １４１．０１ ５．４３ ９４．５７
１８．政策性補填支出 ６４５．０７ ２７１．４９ ３７３．５８ ４２．０９ ５７．９１

食糧・綿・食用油価格補填 ５３５．２４ ２１２．２４ ３２３．００ ３９．６５ ６０．３５
物価平衡と砂糖備蓄 ５．３２ ３．８０ １．５２ ７１．４３ ２８．５７
肉食価格補填 １．６０ ０ １．６０ ０ １００
その他価格補填 １０２．９１ ５５．４５ ４７．４６ ５３．８８ ４６．１２

１９．税務部門事業費 ８２４．４６ ５３．７７ ７７０．６９ ６．５２ ９３．４８
２０．その他支出 １３３３．４９ １７８．２９ １１５５．２０ １３．３７ ８６．６３
２３．教育費附加支出 １７３．０１ ０．１５ １７２．８６ ０．０９ ９９．９１
２４．行政事業離退休職経費 ７８８．８４ ８３．２７ ７０５．５７ １０．５６ ８９．４４
２５．車両購入税支出 ３４８．８０ ３４８．８０ ０ １００ ０
２７．全国社会保障基金 ４５７．１８ ４５７．１８ ０ １００ ０
２８．国内外債務返済支出 ６７８．５５ ６７８．５５ ０ １００ ０

対国内返済 ６１４．３８ ６１４．３８ ０ １００ ０
対人民銀行返済 ２７．２１ ２７．２１ ０ １００ ０
対国外返済 ３６．９６ ３６．９６ ０ １００ ０

出所：『中国統計年鑑２００３』２９２頁。
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したものである。次いで，表１５は，改革開放以降の各財政支出をいくつかの項

目に関して，中央と地方の比率を示している。そして，表１６は，それぞれの項

目の支出が，中央政府及び地方政府の内部でどれだけの比率を占めているか，

を示したものである。

注目できるのは，経済活動の根幹をなす基本建設支出において，１９９５年以降

（分税制以降），地方政府の投下割合が５０％を超えるようになったことである。

また，工業，農業，運輸，商業の経済関連支出において，いずれも地方政府の

支出割合が５０％を超えていることも目をひく。中央政府の担う課題が国防や外

事等の国事中心であるとすれば，経済の主要な担い手は，公的部門としては，

国有企業の赤字補填に地方政府が関与する割合が増えていることからも，地方

政府に移行しつつあるとみてとれる。北京の中央政府は，経済活動の表の舞台

からは，撤退しつつある。これが本稿での仮説の第一である。

それでは，経済活動の中心が地方政府によって掌握されているのか，という

問題をたてたとき，事柄はそう単純でもない。というのは，表１６にみられるよ

表１５ 中央政府と地方政府間の各項支出割合
（中央＋地方＝１００）

１９７８年 １９８８年 １９９５年 １９９８年 ２０００年

中央 地方 中央 地方 中央 地方 中央 地方 中央 地方

総額 ４６．１３ ５３．８７ ３８．６０ ６１．４ ３３．６５ ６６．３５ ３８．９２ ６１．０８ ３６．０３ ６３．９７
基本建設 ５５．７５ ４４．２５ ７６．７３ ２３．２７ ４７．９３ ５２．０７ ４３．９２ ５６．０８ ４７．８３ ５２．１７
流動資本 ２９．３１ ７０．６９ ７０．００ ３０．００ ８０．６６ １９．３４ ５０．６６ ４９．３４ ６９．６６ ３０．３４
技術開発費 ３３．３３ ６６．６７ ３１．７９ ６８．２１ ２７．２５ ７２．７５ ２３．１５ ７６．８５ ２８．４９ ７１．５１
地質探査 ３０．００ ７０．００１００．００ ０．００ ９８．７３ １．２７ ９８．７６ １．２４ ４９．９１ ５０．０９
工業・運輸・商業 ５５．５６ ４４．４４ ３３．３３ ６６．６７ ３３．３７ ６６．６３ ３８．１５ ６１．８５ ２８．１２ ７１．８８
農業 ２．６０ ９７．４０ ９．４３ ９０．５７ １６．４６ ８３．５４ １０．９９ ８９．０１ １０．１０ ８９．９０
文教科学医療衛生 １１．５０ ８８．５０ １２．５５ ８７．４５ １０．０２ ８９．９８ １１．２３ ８８．７７ １０．４５ ８９．５５
社会救済と福祉 ０．００１００．００ ０．００１００．００ ０．６９ ９９．３１ ３．７０ ９６．３０ １．０４ ９８．９６
国防 ９５．８３ ４．１７ ９９．０８ ０．９２ ９９．３７ ０．６３ ９９．３６ ０．６４ ９９．２５ ０．７５
政府管理 ８．１６ ９１．８４ １６．３２ ８３．６８ ２．４３ ９７．５７ ２．５６ ９７．４４ ２．９９ ９７．０１
政府債務返済利息 １００．００ ０．００１００．００ ０．００１００．００ ０．００１００．００ ０．００
国有企業赤字補填 ３８．７９ ６１．２１ １７．４４ ８２．５６
価格補填 １１．３６ ８８．６４ ２７．７５ ７２．２５ ５１．１０ ４８．９０ ６２．０２ ３７．９８
その他 ４７．３０ ５２．７０ １２．５０ ８７．５０

出所：黄佩華，迪 克，前掲書，６２頁。
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うに，経済関連支出は地方政府の内部では，それ程大きな比率を占めていない

からである。文教科学，医療衛生，社会保障関連などの費用，つまり国民生活

に直接深くかかわる費用が，地方財政において大きな比重を占めていることの

方が，むしろ特徴的である。この面での国の関与は限りなく小さい。北京の中

央政府は，経済機能にかかわる職能権限を地方政府に譲り渡した上に，所得再

配分機能をもつ公共サービス部門でも，その存在感を希薄化させているのであ

り，地方政府にとっては，むしろこの面での「負担」が加重されている。経済

職能と福祉に関わる職能が地方政府に移行しつつあるとすれば，北京の中央政

府は「小さな政府」に向かいつつあるのであり，逆に地方政府は「大きな政府」

に向かいつつある。これが仮説の第二である。

さて，財政収入の分析では，本稿は地方における省以下の各級政府間におけ

る収入面での相互関係の把握を目的としてきた。この財政支出においても，限

られた資料という制約のもとではあるが，各級政府間の関係に迫っていきたい。

１９９７年と１９９８年の地方全体の財政支出の金額と，それぞれが地方財政に占め

表１６ 中央政府と地方政府の各項支出割合
（％）

１９７８年 １９８８年 １９９５年 １９９８年 ２０００年

中央 地方 中央 地方 中央 地方 中央 地方 中央 地方

総額 １００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００１００．００
基資本建設 ４４．５５ ３０．２６ ３９．４０ ７．５２ １５．４０ ８．５０ １２．５０ １０．１０ １６．８０ １０．３０
流動資本 ３．０１ ６．２０ ０．５８ ０．１６ １．１０ ０．１０ ０．４０ ０．３０ ０．８０ ０．２０
技術開発費 ３．７１ ６．３５ ３．９６ ５．３４ ５．５０ ７．５０ ３．００ ６．４０ ４．１０ ５．８０
地質探査 １．０６ ２．１２ ２．６４ ０．００ ２．７０ ０．００ １．７０ ０．００ ０．７０ ０．４０
工業・運輸・商業 １．７７ １．２１ １．０７ １．３５ １．４０ １．４０ ０．９０ １．００ ０．７０ １．００
農業 ０．３５ １１．３５ １．２４ ７．４６ １．４０ ３．６０ １．４０ ７．３０ １．３０ ６．５０
文教科学医療衛生 ２．３０ １５．１３ ５．０３ ２２．０３ ６．００ ２７．３０ ４．９０ ２４．９０ ４．８０ ２３．１０
社会救済と福祉 ０．００ ２．８７ ０．００ ２．１３ ０．００ ２．４０ ０．１０ ２．１０ ０．００ ２．００
国防 ２８．４５ １．０６ １７．８１ ０．１０ ２５．８０ ０．１０ １９．００ ０．１０ ２０．１０ ０．１０
政府管理 ０．７１ ６．８１ ３．２１ １０．３７ ０．５０ １０．９０ ０．４０ ９．２０ ０．５０ ８．８０
政府債務返済利息 １２．２０ ０．００
国有企業赤字補填 ７．９０ ０．８０ ２．２０
価格補填 ０．００ ０．００ ２．９７ １４．５６ ４．１０ ５．５０ ７．４０ ４．５０ １０．８０ ３．７０
その他 ６．２０ ５．９０ ３．１３ １３．７９ ３２．７０ ３３．９９ ２６．２３ ３５．７５

出所：黄佩華，迪 克，前掲書，６３頁。
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る比率を示したのが，表１７である。上に述べた二つの仮説をほぼ確認できる。

すなわち，経済関連がほぼ２０％，文教科学・社会保障関連が２５～３０％を占めて

いる。

このうち，１９９８年分について，各項目に関する，省級－地市（区市）級－県

（県市）級－郷（鎮）級の４段階の財政支出構成を示したのが表１８である。そ

れらの各項目ごとの支出を１００とした場合の省，地市，県，郷の構成比率を計

算したものが表１９である。

これらによって，財政の規模では，地市級，県市級，省級，郷級の順位となっ

ていて，地市級や県市級が扱い，動かす財政資金が省級よりも多額であること，

表１７ 地方財政支出構成

１９９７年 １９９８年

項 目 金額（億元） ％ 項 目 金額（億元） ％

１．基本建設 ５８４．３０ ８．７２ １．基本建設 ７７８．２４ １０．１４
２．企業改造 ６３．７０ ０．９５ ２．企業改造・新製品試作 ４９２．７６ ６．４２
３．新製品試作 ６３．７０ ０．９５ ３．企業流動資金増発 ２０．９０ ０．２７
４．企業流動資金増発 ２７．９０ ０．４２ ４．地質調査費 １．０３ ０．０１
５．地質調査費 ０．８８ ０．０１ ５．工交商部門事業費 ７５．１９ ０．９８
６．工交商部門事業費
７．農業生産支援支出及
び各項農業事業費

９６．５０

５０４．７０

１．４４

７．５３

６．農業生産支援支出及
び各項農業事業費
７．都市維持建設支出

５５７．２３

４３９．１４

７．２６

５．７２
８．文教科学衛生事業費 １７１７．００ ２５．６２ ８．文教科学衛生事業費 １９１２．５０ ２４．９３
９．保護及び社会救済費 １４１．７０ ２．１０ ９．保護及び社会救済費 １６４．９２ ２．１５
１０．行政管理費 １０６１．００ １５．８３ １０．社会保障補助支出 １３５．８６ １．７７
１１．価格補填 ３２８．８０ ４．９１ １１．国防費（民兵） ６．１１ ０．１８
１２．都市維持建設支出 ３８９．７０ ５．７９ １２．行政管理費 ７０６．９６ ９．２２
１３．経済不発達地区支援金 ６８．８０ １．０３ １３．公安検察司法費 ５２１．４３ ６．８０
１４．商業部門関連建築 ９．８０ ０．１５ １４．武装警察費 １０．４６ ０．１４
１５．その他 １２９２．００ １９．２８ １５．外交外事支出 ７．３３ ０．１０

１６．経済不発達地区支援金 １１０．８０ １．４４
１７．商業部門関係建築 ８．６８ ０．１１
１８．政策性補填 ３４８．２２ ４．５４
１９．税務等部門費 ３５７．８６ ４．６６
２０．その他 ６４４．９５ ８．４０
２１．地方予備費
２２．教育費付加支出 １０２．２４ １．３３
２３．行政事業年金 ２６９．７７ ３．５２

出所：鐘暁敏，前掲書，１１７～１１８頁。
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末端に位置する郷級の扱う資金は，全地方支出の１０％強の割合にとどまってい

ることが判断できる。

国に代わって地方が経済的機能と住民福祉サービス提供の任務を担いつつあ

るとする先の地方財政全体の分析から得られる仮説的結論をここに当てはめる

表１８ １９９８年地方級別財政支出
（万元）

省 級 地 市 級 県 市 級 郷 級

１．基本建設 ３９７９５８６ ３１１９３６８ ６３０６９６ ５２７８１
２．企業更新改造 １３１４１９９ １８６５０７５ ９００７４５ １１４２３０
３．簡易建設 ２３８４８ ３０６３８ ３１９１９ ４２９
４．地質探査 ４６４１ ３４６８ ２２０６ ７
５．科学技術三項目 ２３１５４５ ３１５２２３ １７５３３３ １１２２４
６．流動資金 ４６９１４３ ３７３３１ ２５１７ ４０
７．農業生産支援 ３１６７３０ ５０５５５１ ８８２９０９ ３５４６８３
８．農業総合開発 ２２９９９６ １４７０８４ ３４３３．４※ ９３４２７
９．農林水産気象事業 ６９１２６０ ６１１６０５ １０５４４２８ ３４１１５７
１０．工業交通部門事業 ２００５４９ ２１７９６６ ２０２７５３ ９０４９
１１．流通部門事業 ４１８０９ ４８６５１ ３１０６７ １００
１２．文化体育放送事業 ６４７１８２ ７４００１９ ６８０６３４ １８９５７
１３．教育事業 １７４７２６６ ３０１７９６４ ３３０３０３６ ４０７９５２８
１４．科学事業 ４４６７８６ １５２０５１ ５９３８２ ２８８３
１５．衛生経費 ７９１５２７ １４９５２１４ １４１５７５４ ３５９７８７
１６．税務統計・財政検査 ９８１２９６ １１４８２１２ １１１３３３７ ３３５７５１
１７．保護・社会福利等 １７７１６６ ４８５３２３ ７１９６５１ ２６７１０３
１８．行政単位退職費用 ３３８２０ ８５７００８ ９９５５１５ ５１１３７９
１９．社会保障補助 ５１８０８０ ５９１４２０ ２４５３１１ ３８２８
２０．国防 ３７６３３ １０４７１ １２７６１ １８５
２１．行政管理費 ６３２８９０ ２２５６０２３ ２７２８３９６ １４５２２５７
２２．外交外事 ２９７２３ ３５４３２ ８１４７
２３．武装警察 ５６６４６ ３１２１０ １６７６８ ８
２４．公安検察司法 １３４３６９８ ２００６９９０ １７７２４０８ ９１１９１
２５．都市維持 ２４４９５６ ２２６５１２９ １１５０５５０ １３８３０１
２６．改革性補填 ２６０５８４７ ４４９７２２ ４１６８７６ ９７６５
２７．不発達地区支援 ３５８６６４ １４８９４３ ５２５１６３ ７５２４８
２８．土地海域開発建設 １８７５６ １６９５６５ ５３１８３ ３３４９
２９．専項支出 ２３５５７８ ８６４２３１ ５３３１４５ ２９１７７
３０．その他 １８５２２９７ ２３９１３４４ １５２７９０１ ３８５８２１

合 計 ２０２６３１１７ ２６０１８２３１ ２１５３５７９５※※ ８９０８６４５※※

出所：鐘暁敏，前掲書，１４３～１４４頁。
注：※は原文の通り。※※は原文の通りだが，合計数字は合っていない。
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と，省は，基本建設投資で地方の過半を占めていること，次級に位置する地市

級とあわせると９０％以上の基本建設投資が上級２級の行政府によって担われて

いること，国有企業等への流動資本の提供や政策性補填金支出などの重要経済

行為において，また科学事業のような先行投資方面において重要な役割を果た

していることなどから，地方経済の主導的地位に立っていると結論づけられる。

表１９ １９９８年省級以下の財政支出配分
（％）

省 級 地 市 級 県 市 級 郷 級

１．基本建設 ５１．１４ ４０．０８ ８．１０ ０．６８
２．企業更新改造 ３１．３３ ４４．４７ ２１．４８ ２．７２
３．簡易建設 ２７．４６ ３５．２８ ３６．７６ ０．４９
４．地質探査 ４２．８８ ３６．６７ ２０．３８ ０．０６
５．科学技術三項目 ３１．５７ ４２．９９ ２３．９１ １．５３
６．流動資金 ９２．１６ ７．３３ ０．４９ ０．０１
７．農業生産支援 １５．３８ ２４．５４ ４２．８６ １７．２２
８．農業総合開発 ４８．５３ ３１．０３ ０．７２ １９．７１
９．農林水産気象事業 ２５．６２ ２２．６７ ３９．０１ １２．６４
１０．工業交通部門事業 ３１．８２ ３４．５８ ３２．１７ １．４４
１１．流通部門事業 ３４．３７ ４０．００ ２５．５４ ０．０８
１２．文化体育放送事業 ３１．０１ ３５．４６ ３２．６２ ０．９１
１３．教育事業 １４．３８ ２４．８４ ２７．１９ ３３．５８
１４．科学事業 ６７．５８ ２３．００ ８．９８ ０．４４
１５．衛生経費 １９．４８ ３６．８１ ３４．８５ ８．８６
１６．税務統計・財政検査 ２７．４２ ３２．０９ ３１．１１ ９．３８
１７．保護・社会福利等 １０．７４ ２９．４３ ４３．６４ １６．２０
１８．行政単位退職費用 １．４１ ３５．７４ ４１．５２ ２１．３３
１９．社会保障補助 ３８．１３ ４３．５４ １８．０６ ０．２８
２０．国防 ６１．６４ １７．１５ ２０．９０ ０．３０
２１．行政管理費 ８．９５ ３１．９１ ３８．５９ ２０．５４
２２．外交外事 ４０．５５ ４８．３４ １１．１１
２３．武装警察 ５４．１４ ２９．８３ １６．０３ ０．０１
２４．公安警察司法 ２５．７７ ３８．４９ ３３．９９ １．７５
２５．都市維持 ６．４５ ５９．６３ ３０．２９ ３．６４
２６．改革性補填 ７４．８３ １２．９１ １１．９７ ０．２８
２７．不発達地区支援 ３２．３７ １３．４４ ４７．４０ ６．７９
２８．土地海域開発建設 ７．６６ ６９．２５ ２１．７２ １．３７
２９．専項支出 １４．１７ ５２．００ ３２．０８ １．７６
３０．その他 ３０．０８ ３８．８４ ２４．８１ ６．２７

合 計 ２６．４１ ３３．９１ ２８．０７ １１．６１

出所：表１８による。
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中央政府を代替して，中国国民経済を牽引するのは，省級に与えられた課題と

いう次の仮説が成立しうるであろう。同じ経済面での支出では，農林業等への

支出，工業交通部門，流通部門事業，文化体育放送事業で，全体としては省級

と地市級及び県市級の三者が負担を分け合っており，また，直接の農業支援項

目と社会保護，社会保障の諸費用において，地市級と県市級がおおかたの負担

をしている。

全体として，省級は，工業や科学事業など，近代型経済セクターの方面への

投入を重視し，地市，県市級が社会資本整備や農林事業へ，また，社会保障へ

の重点を置く様子がうかがえる。詳細はなお不明であるが，地市・県市級の財

政支出においては，投資性支出と移転性支出が多くを占めているものと判断し

うる。

現今の中国財政を象徴する項目の一つが教育事業費である。教育事業費支出

の地方全体を１００としたとき，省の１４．３８％からはじまって，地市級の２４．８４％，

県市級の２７．１９％，郷級の３３．５８％に至る教育費負担の逆序列的な配列は，この

国の教育の現状における諸困難を相当の程度まで反映しているといっても過言

ではない。各級政府の総支出に占める上位１０項目をその百分比とともに表２０に

まとめてある。教育事業費は郷級予算支出の半分に接近している。このことが，

末端の農村を具体的にどう反映しているかを，我々はのちに見ることになる。

表２０ 各級政府上位１０位項目支出及び全支出に占める割合
（％）

順位 省 級 地 市 級 県 市 級 郷 級

１ 基本建設 １９．６４ 基本建設 １１．９９ 教育事業 １５．３４ 教育事業 ４５．７９
２ 政策性補填 １２．８６ 教育事業 １１．６０ 行政管理費 １２．６７ 行政管理費 １６．３０
３ その他 ９．１４ その他 ９．１９ 公安検察司法 ８．２３ 行政退職費用 ５．７４
４ 教育事業 ８．６２ 都市維持 ８．７１ その他 ７．０９ その他 ４．３３
５ 公安検察司法 ６．６３ 行政管理費 ８．６７ 衛生 ６．５７ 衛生 ４．０４
６ 企業更新改造 ６．４９ 公安検察司法 ７．７１ 都市維持 ５．３４ 農業生産支援 ３．９８
７ 税統財検査 ４．８４ 企業更新改造 ７．１７ 税統財検査 ５．１７ 農林水産気象事業 ３．８２
８ 衛生 ３．９１ 衛生 ５．７５ 農林水産気象事業 ４．９０ 税統財検査 ３．７７
９ 農林水産気象事業 ３．４１ 税統財検査 ４．４１ 行政退職費用 ４．６２ 保護・社会福祉等 ３．００
１０ 文化体育放送事業 ３．１９ 専項支出 ３．３２ 企業更新改造 ４．１８ 都市維持 １．５５

出所：『地方財政学』１４６頁，及び表１８，表１９より作成。
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このほか，社会保護・社会保障，行政単位離退休職員に対する諸費用等，郷

級の財政に課された課題は住民生活に対する基本サービスの提供であり，通常

は国の責任でなされる移転的経費支出に属するものである。北京の中央政府が

先述のように「小さな政府」への道を歩み始めたのだとしたら，末端の郷鎮は

「小さな“大きな政府”」の役割を担う当事者になりつつある。以上が，中国

各級政府間の財政分担にかかわる基本分析である。

中央政府からはじまって，省市県郷の４層に亙る財政構造の把握は，下級に

行く程，複雑多岐になる。これに行政機構そのものの編成や人員配置を考慮に

入れれば，その実態把握は難しい作業になることは避けられない。

村庄という中国の最末端に位置する存在の政治や経済の構造を解明するとい

う本稿の目的はようやくその入り口に到達したのである。
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